
流山市第４次男女共同参画プラン　事業評価シート

（令和６年度事業実績）

企画政策課男女共同参画室



主な指標

目標値

R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度
第４次プラン

R2～R6

1
互いの性と人権を尊重する意識づく
り

男女が平等に扱われていると思う市民の割
合

企画政策課 44.2% 43.5% 44.0% 43.7% 44.4% 40.0%
まちづくり達成度アンケート
部局長の仕事と目標

2
社会と家庭における男女共同参画の
意識づくり

「男女共同参画社会」という言葉の認知度 企画政策課 - 75.4% 90.3% 97.1% 92.4% 100%

3
人の多様性を認め、人権を守ろうと
する人権感覚を育成する教育の推
進

学校教育の場で男女が平等に扱われてい
ると思う市民の割合

企画政策課 77.3% 76.1% 72.7% 75.1% 77.1% 70.0% まちづくり達成度アンケート

4
子育てに係る不安や負担が軽減されている
と感じる保護者の割合

子ども家庭課 64.8% 71.3% 65.2% 57.4% 64.0% 82.0% まちづくり達成度アンケート

5 男性職員の育児休暇制度の周知率 人材育成課 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100% 特定事業主行動計画

6
男性職員の育児休業又は育児に関係する
特別休暇取得率

人材育成課 82.4% 85.7% 100.0% 89.2% 92.3% 90.0%

7
審議会等への女性の登用率（附属機関対
象）

情報政策・改革改善課 37.4% 37.4% 35.2% 36.7% 34.5% 40.0% 附属機関対象

8
審議会等への女性の登用率（執行機関を
除く附属機関等）

企画政策課 38.6% 40.2% 38.7% 39.3% 37.2% 40.0% 附属機関等（執行機関を除く）

9 女性のいない審議会 情報政策・改革改善課 6.3% 3.0% 3.2% 3.2% 0% 9.1%未満 附属機関対象

10 市女性職員の管理職への登用率 人材育成課 18.6% 19.6% 19.1% 20.9% 22.4% 年2ポイント上昇 特定事業主行動計画

11 コミュニティ活動参加者の割合 コミュニティ課 63.1% 62.5% 61.4% 60.0% 58.9% 65.0%

男性の家事・育児・介護に費やす時間（平
日）

企画政策課 0.9時間 1.0時間 1.0時間 1.0時間 1.1時間 ２．５時間

男性の家事・育児・介護に費やす時間（休
日）

企画政策課 1.4時間 1.6時間 1.5時間 1.5時間 1.6時間 ４時間

13 介護支援サポーター登録者数 高齢者支援課 713人 697人 704人 682人 689人 前年度比10%増加 事業実績

14
「男は仕事、女は家事育児」という固定的な
見方をしている人の割合

企画政策課 9.6% 8.7% 9.0% 8.3% 8.5% 8.6%未満 まちづくり達成度アンケート

15
就業及び労働の場における男女共
同参画の推進

職場において「男女の地位が平等になって
いる」と考える人の割合

企画政策課 35.4% 37.1% 38.1% 37.7% 38.2% 50.0% まちづくり達成度アンケート

16
市が実施しているひとり親施策を知っている
人の割合

子ども家庭課 60.5% - 67.8% - 67.7% 70.0% ２年に１度のアンケート

17 生きがいを感じる高齢者の割合 高齢者支援課 79.0% 82.8% 80.2% 81.1% 80.0% 82.0% まちづくり達成度アンケート

18
子どもと家庭を地域で支えるしくみづ
くり

流山市は子育てがしやすいまちだと思う保
護者の割合

子ども家庭課 59.8% 69.6% 65.4% 63.4% 64.1% 71.0% まちづくり達成度アンケート

19 防災会議の女性委員の割合 防災危機管理課 18.8% 25.0% 25.0% 28.2% 25.0% 20.0%

20 防災リーダー研修への女性の参加率 防災危機管理課 - - 22.7% 48.0% 37.0% 30.0%
新型コロナウイルス感染症の影響に
より、R2及びR3防災リーダー研修中
止

21 Ⅳプランの推進体制の充実 プランの進行管理 第４次プラン事業の達成度 企画政策課 81.5% 86.9% 92.9% 92.2% 89.3% 100%

12

実績

備　考

Ⅰ男女一人ひとりを人として尊
重する意識づくり

番
号

基本目標 基本的課題 指　標　名 該当課

Ⅲ生涯を通じて誰もが健康で安
心して暮らせる社会づくり

誰もが健康で安心して暮らせるしくみ
づくり

防災分野における男女共同参画の
推進

Ⅱ一人ひとりが個性と能力を活
かして活躍できる環境づくり

ライフステージに応じた仕事と生活
の調和の推進

政策・方針決定過程における男女共
同参画の推進

家庭生活や地域活動における男女
共同参画の推進



No

1

2 A

令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響
で、啓発講座等の実施が制限されましたが、令和
３年度以降は、感染症対策を講じ啓発事業を実
施しました。参加者の満足度も高く意識啓発に効
果がありました。

A
大規模施設を利用して、どなたでも参加できる男女共同
参画週間記念講演会を年１回開催し、広く市民に対して
意識啓発を行います。

男女共同参画週間記念として、５月２５日に南流山
センターで、令和６年４月に施行した「困難な問題を
抱える女性への支援に関する法律」について、今
地域にできることをテーマに講演会を開催し、２３９
人の参加がありました。

事業の達成状況と評価

啓発物品の配布、講演会、パネル展やHP等での啓発を行い、昨年度より多くの方に周知ができました。

人権尊重意識の醸成
のため、意識啓発を
行います

男女平等意識の醸成
のため、意識啓発を
行います

事業の達成状況と評価

男女平等意識と人権尊重意識について、啓発物品の配布、講演会、パネル展やHP等での意識啓発を行ったことによ
り、男女が平等に扱われていると思う市民の割合が5年間の計画期間の中で一番高い割合となりました。

施策の方向　①男女平等意識と人権尊重意識の醸成

事業内容 担当課

秘書広報課

企画政策課

令和5年度　実施結果 評価
令和6年度

取り組み内容
令和6年度　実施結果 評価 5年間の総括

６月１日の人権擁護委員の日に、市役所ロビー
にて人権啓発物品の配布を行いました。７月に
は、オンラインによる西初石中学校の全校生徒
を対象に人権講演会を開催しました。１２月４か
ら同月１０日までの人権週間に先駆け、１２月３
日に市民向けに市文化会館で人権フェスティバ
ルを開催しました。その後、１２月５日から１２月
１６日まで市役所ロビーで人権啓発物品の配布
を行いました。

A
松戸人権擁護委員協議会と連携しながら、多様性に関
する啓発活動や、小中学生に対する人権教室等を行い
ます。

６月３日の人権擁護委員の日に、流山おおたかの
森駅と市役所ロビーにて人権啓発物品の配布を行
いました。１２月に南部中学校の全校生徒を対象に
人権講演会を、７月に長崎小学校で、９月に東小学
校で人権教室を実施しました。１２月４から同月１０
日までの人権週間の１２月７日に市民向けに流山
市文化会館で人権フェスティバルを開催しました。
その後、１２月１６日まで市役所ロビーで人権啓発
物品の配布を行いました。

A

令和２年度から令和４年度までは、コロナ禍によ
り小学校の人権教室の開催が見送りました。一
方、中学校では、オンラインによる人権講演会を
開催するなどコロナ禍においても、やり方を変え
ながら人権意識啓発に取り組みました。令和５年
度と令和６年度は、計画どおり実施することがで
きました。

男女共同参画週間記念として、５月２７日に生涯
学習センター（流山エルズ）のホールで、女性を
とりまく法律と社会についての講演会を開催し、
１２１人の参加がありました。

Ⅰ　男女一人ひとりを人として尊重する意識づくり

令和6年度　事業の達成状況と評価

基本的課題 互いの性と人権を尊重する意識づくり

指標
（一覧１）

男女が平等に扱われていると思う市民の割合

目標
実績

R2 R3 R4 R5 R6

40.0% 44.2% 43.5% 44.0% 43.7% 44.4%

令和5年度　事業の達成状況と評価

D評価

0

達成度
（A・B評価/事業数）

100%0

C評価A評価 B評価 C評価 D評価

3 1 0 0 100%

A評価 B評価

3 0

達成度
（A・B評価/事業数）

1



No

3

施策の方向　②偏見や人権侵害をなくすための意識啓発

事業内容 担当課

国・県・関連団体からの情報収集に努めました。
チラシやホームページ作成の際は、内閣府の発
行する手引きを参考にするなど、男女共同参画
やジェンダー平等の視点に注意しました。

A

関連情報の収集に努め、チラシ、ホームページ等の作
成に際し、ジェンダー平等の視点を取り入れた表現に努
めます。
企画政策課では、パネル展を通し、市民への適切な情
報発信と意識啓発に努めます。

国・県・関連団体からの情報収集に努めました。チ
ラシやホームページ作成の際は、内閣府の発行す
る手引きを参考にするなど、男女共同参画やジェン
ダー平等の視点に注意しました。

リーフレット等作成時に、固定的性別役割分担を
意識させるような表現や利用するイラスト等につ
いて事前に担当に相談があるなど、庁内における
意識の高まりを感じました。また、令和５年４月に
施行した「多様性を尊重する社会の推進に関する
条例」について、市民向けリーフレット等を配布す
るとともに講演会等を開催し周知啓発に努めまし
た。性的マイノリティについても、研修や講座等を
開催し、理解を深めました。

全課

令和5年度　実施結果 評価
令和6年度

取り組み内容
令和6年度　実施結果 評価 5年間の総括

人権を無視した性意
識を改めるため、社
会的性別の存在を見
直します

A

2



No

4

No

内閣府の男女共同参画局や、県の男女共同参
画課が発信する情報を適宜確認し、必要に応じ
て市民に対し、主に広報や市ホームページを通
じて情報提供しました。

A
広報や市ホームページ、市SNS等を通して、随時情報
提供を行います。

内閣府の男女共同参画局や、県の多様性社会推
進課が発信する情報を適宜確認し、必要に応じて
市民に対し、広報や市ホームページ、市SNSを通じ
て情報提供しました。

国や県からの情報は適宜確認し、市民に対し、広
報や市ホームページ、市SNSを通じて情報提供し
ました。また、市民編集員が中心となって作成す
る情報誌「結ながれやま」では、男女共同参画に
係る本市の現状や活躍する女性など身近な話題
を取り上げる等工夫しました。

令和5年度　実施結果 評価
令和6年度

取り組み内容
令和6年度　実施結果 評価 5年間の総括

R2 R3 R4 R5 R6

令和5年度　事業の達成状況と評価

男女共同参画に関する講座を複数開催し、性別にとらわれず活躍したい方を後押しする機会を創出しました。また、広報ながれやまで事業内容等を掲
載し、啓発を図りました。

0

事業の達成状況と評価

男女共同参画に関する講座を複数開催し、幅広い世代に向けて男女共同参画社会の実現に向けた意識啓発を行い
ました。広報ながれやまで事業内容等を掲載し、啓発を図りました。

事業の達成状況と評価

D評価 C評価 D評価

0

達成度
（A・B評価/事業数）

100%

B評価 C評価

事業内容 担当課

A評価

0 0 0 100%4

達成度
（A・B評価/事業数）

B評価

4 0

子育て中の女性のエンパワーメントを図る「わた
しへのごほうび講座」、産休・育休からの仕事復
帰を応援する「再就職応援セミナー」、地域や職
場で活躍する女性リーダーを養成する「リー
ダーシップセミナー」を実施しました。その他に
も、家庭・職場・地域などでの女性の活躍を後押
しする講座を複数開催しました。

A

家庭・職場・地域などでの女性の活躍を後押しする女性
向けの講座や、子育てが楽しくなるパパ向けの講座を
開催します。その他の市民向けの講演会や講座におい
ても、随所に男女共同参画の視点を取り入れた内容と
なるよう受託者と協議します。

昨年度に引き続き、子育て中の女性のエンパワー
メントを図る「わたしへのごほうび講座」、働きたいと
考えている女性を対象とした「再就職応援セミ
ナー」、地域や職場で活躍する女性リーダーを養成
する「リーダーシップセミナー」を実施しました。ま
た、子育て中の男性を対象とした「パパスクール２０
２４」を実施しました。

令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響
で、啓発講座等の実施が制限されましたが、令和
３年度以降は、検温や消毒など蔓延防止措置を
徹底しながら、啓発事業を実施しました。引き続
き、女性向けの講座だけでなく、男性向けの講座
も実施します。

事業特集号（４月１日号）で多様性条例について
紹介したり、計画どおり、関係機関との連携のも
と、広報紙等へ必要な情報を掲載しました。

企画政策課

5

幅広い世代に向け、
男女共同参画に関す
る情報提供に努めま
す

‐ 75.4% 90.3% 97.8% 92.4%

指標
（一覧２）

施策の方向　③男女共同参画に関する学習機会の提供

秘書広報課
事業特集号（４月１日号）で事業内容を紹介した
り、審議会や講座、講演会、女性の生き方相談
等の開催情報を随時掲載したりしました。

A
関係機関との連携のもと、広報紙等へ必要な情報を掲
載するよう努めます。

事業特集号（４月１日号）で事業内容を紹介したり、
審議会や講座、講演会、女性の生き方相談等の開
催情報を随時掲載したりしました。

A

100%

令和6年度　事業の達成状況と評価

A評価

施策の方向　①男女共同参画推進のための意識啓発

男女共同参画社会の
実現に向けた意識啓
発を行います

企画政策課

「男女共同参画社会」という言葉の認知度

目標
実績

施策の方向　②男女共同参画に関する情報の収集・提供

事業内容 担当課令和5年度　実施結果 評価
令和6年度

取り組み内容
令和6年度　実施結果 評価 5年間の総括

基本的課題 社会と家庭における男女共同参画の意識づくり

A

A

3



No

6

子育て中の女性のエンパワーメントを図る「わた
しへのごほうび講座」、産休・育休からの仕事復
帰を応援する「再就職応援セミナー」、地域や職
場で活躍する女性リーダーを養成する「リー
ダーシップセミナー」を実施しました。その他に
も、家庭・職場・地域などでの女性の活躍を後押
しする講座を複数開催しました。講座の中でジェ
ンダーに関する現状や性別役割分担意識等に
ついて学ぶ機会を設け、性別にとらわれず活躍
したいと考える女性の支援に努めました。

A

女性のエンパワーメントを図る講座、女性のキャリア支
援やリーダー養成に関する講座等を開催する中で、
ジェンダーや性別役割分担に関する学習機会を提供し
ます。男性を対象とした講座も年１回以上開催します。

昨年度に引き続き、子育て中の女性のエンパワー
メントを図る「わたしへのごほうび講座」、働きたいと
考えている女性を対象とした「再就職応援セミ
ナー」、地域や職場で活躍する女性リーダーを養成
する「リーダーシップセミナー」を実施しました。講座
の中では、女性学やアンコンシャスバイアス等も取
り上げ、社会にある偏見も学びました。また、パート
ナーシップ・ファミリーシップ制度についての講座
等、多様性への理解を深めるための講座も実施し
ました。

令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響
で、啓発講座等の実施が制限されましたが、令和
３年度以降は、検温や消毒など蔓延防止措置を
徹底しながら、プランに基づき啓発事業を実施し
ました。

評価
令和6年度

取り組み内容
令和6年度　実施結果 評価 5年間の総括令和5年度　実施結果事業内容 担当課

社会的差別の存在に
気づく視点を持つこと
のできる人材育成に
向けた講座を開催し
ます

企画政策課A

4



No

7

8

No

9

5年間の総括

学校教育における男女平等の意識の醸成を図るた
め、教科や道徳の授業において男女共同参画の
視点を取り入れるよう各校に働きかけを行いまし
た。授業実践の工夫を通して、児童生徒が性別に
とらわれず互いを尊重し合う態度を育むことを目指
しました。

A

指導課

施策の方向　②学校等における児童生徒への男女平等教育の推進

事業内容 担当課

保護者会等を通し
て、男女平等教育に
対する保護者の理解
を深めます

保健体育科や道徳科を中心に、人権尊重や自他を尊
重する教育を充実するよう努めます。研究公開や研修
は広く周知し、実践内容が充実したものとなるようにしま
す。

令和5年度　実施結果 評価
令和6年度

取り組み内容

発達段階に応じ、人
権尊重の視点に立っ
た保健指導の充実を
図ります

市内各小中学校の各教科領域において、生命
の尊重や自他を尊重する人権教育を実施しまし
た。

A 指導課

保護者会や学校だより、学校長の講話を通し
て、男女平等意識の醸成に努めました。

A
人権教育全体計画の充実を推進し、保護者会や学校だ
より等を通して、保護者の男女平等意識の醸成に努め
ます。

人権教育全体計画の充実を推進し、保護者会や学
校だより等を通して、保護者の男女平等意識の醸
成に努めました。

A

男女混合名簿にしたり、制服を選択制にしたりす
るなど、学校ができるジェンダーレスの取り組み
によって保護者の男女平等意識の醸成を図るこ
とができました。

外部人材を活用し、助産師による「命の授業」や、
流山市人権擁護委員による人権教室や人権講演
会を行いました。

A
市内各小中学校の各教科領域において、生命の
尊重や自他を尊重する人権教育を実施しました。

令和6年度　実施結果 評価

各教科・道徳科の学習を通じて、性別にとらわれ
ず互いを尊重する心を育てる教育を推進するた
めに、教職員への研修などを周知・実施し、各校
での実践を支援してきました。今後も、子どもたち
が多様性を認め合える学びを推進していきます。

令和5年度　実施結果 評価
令和6年度

取り組み内容
令和6年度　実施結果

0

教科・道徳の中で男
女平等教育を推進し

ます

男女共同参画社会の理解、推進のために、各
教科領域において指導、支援に努めました。

A
豊かな心を育み、自他理解を深めるために教科横断的
な指導に取り組み、男女共同参画社会への理解を深め
られるよう、指導、支援に努めます。

指導課

事業の達成状況と評価

指標
（一覧３）

学校教育の場で男女が平等に扱われていると思う市民の割合

目標
実績

R2

70.0%

5

A評価 B評価 C評価 D評価
達成度

（A・B評価/事業数）

72.7%

学校教育の場で、各教科に人権尊重や男女共同参画の視点を取り入れるよう各校に働きかけを行いました。また、教
職員に対しても研修等を行い意識醸成を行いました。

施策の方向　①学校等における人権を尊重する教育、学習の推進

事業内容

令和6年度　事業の達成状況と評価

A評価

5

B評価

0

D評価

0

達成度
（A・B評価/事業数）

100%0

担当課

学校教育の場で、人権尊重や男女平等意識の醸成に向けた授業を行いました。また、教職員に対しても研修等を行い意識醸成を行いました。

事業の達成状況と評価

評価 5年間の総括

令和5年度　事業の達成状況と評価

100%0 0

77.3% 76.1%

C評価

75.1%

基本的課題 人の多様性を認め、人権を守ろうとする人権感覚を育成する教育の推進

R3 R4 R5 R6

77.1%

5



10

No

11

令和6年度　実施結果 評価 5年間の総括

教職員が人権研修会へ参加して研鑽を積み、
各小中学校の人権教育を推進しました。

A
人権教育に関する研修会を充実させ、学校運営・学級
経営の向上を推進します。

国・県等主催の研修
会への参加を推進し
教職員研修の充実を
図ります

施策の方向　③教職員等に対する人権や男女平等に関する教育指導法の研修の充実

事業内容 担当課

指導課

思春期保健について
の知識の向上をめざ

します

千葉県立特別支援学校流山高等学園の２年生
と３年生を対象に、それぞれ１回ずつ（年２回）保
健師による性教育を実施しました。また、学校保
健主事部会に年２回参加しました。

A

引き続き思春期保健について知識の向上を図るととも
に、学校と連携し、年１回以上思春期教育を実施しま
す。また、学校保健主事部会に参加し、学校保健と地域
保健の連携強化に努めます。

健康増進課

千葉県立特別支援学校流山高等学園の２年生と３
年生を対象に、それぞれ１回ずつ（年２回）保健師
による性教育を実施しました。また、学校保健主事
部会に年２回参加し、各学校での健康課題に関す
る取り組みの共有や、感染症対策、健康教育の取
り組みに関する情報提供を行いました。

令和5年度　実施結果

国・県等が主催する人権や男女平等に関する研修
会への参加を学校に促し、教職員の意識向上を図
りました。あわせて、市独自の研修機会も設け、教
育現場での理解と実践につなげる指導を行ってき
ました。

A

教職員の人権意識や男女平等の理解を深めるた
め、国・県等が主催する研修への参加を継続的
に促してきました。また、市としても校内研修や各
種研修機会を支援し、教育現場での実践につな
げてきました。今後も、すべての児童生徒にとって
安心できる教育環境づくりに向け、教職員の学び
を大切にしていきます。

A
学校と連携し、思春期教育の継続的な取り組みを
行うと共に、学校保健部会への参加を通して学校
保健と地域保健の連携強化を図りました。

評価
令和6年度

取り組み内容

6



No

市ホームページにワーク・ライフ・バランスの
ページを設け、内閣府のページのリンクを掲載
しています。また、子育て中の女性のエンパ
ワーメントを図る「わたしへのごほうび講座（全６
回）」を５月９日から実施し、啓発を行いました。

A
市ホームページ等にワーク・ライフ・バランスに関する情
報を掲載し、講演会や講座を通して普及・啓発を行いま
す。

市ホームページにワーク・ライフ・バランスのページ
を設け、内閣府のページのリンクを掲載していま
す。また、子育て中の女性のエンパワーメントを図
る「わたしへのごほうび講座（全５回）」を５月１６日
から実施しました。他にも、育児休業中の女性向け
の講座やパパ向けの講座を実施し、啓発を図りま
した。

A

子育て中の女性のエンパワーメントを図る「わたし
へのごほうび講座」は参加者からも好評でした
が、子育てしながら働く女性が増えていることか
ら、職場への復帰に向けて不安を抱えている育
児休業中の女性を対象とした取組も必要です。

啓発文書の配架、ポスター掲示、年次有給休暇
の計画的付与制度を市ホームページに掲載す
る等して普及と啓発を行いました。

A
啓発文書の配架やポスター掲示をする他、市ホーム
ページで制度の案内をする等して普及と啓発に努めま
す。

啓発文書の配架やポスター掲示をする他、市ホー
ムページで制度の案内をする等して普及と啓発に
努めました。

A

ワークライフバランスに関連する啓発文書の配
架、ポスター掲示、年次有給休暇の計画的付与
制度を市ホームページに掲載する等して普及と
啓発を図りました。

令和5年度　実施結果 評価
令和6年度

取り組み内容
令和6年度　実施結果 評価 5年間の総括

Ⅱ　一人ひとりが個性と能力を活かして活躍できる環境づくり

基本的課題 ライフステージに応じた仕事と生活の調和の推進

指標①
（一覧４）

子育てに係る不安や負担が軽減されていると感じる保護者の割合

目標
実績

R2

100% 100% 100% 100% 100%

指標③
（一覧６）

男性職員の育児休業又は育児に関係する特別休暇取得率

目標
実績

R2

指標②
（一覧５）

男性職員の育児休暇制度の周知率

目標
実績

R2 R3 R4 R5 R6

100%

R3 R4

R3 R4 R5 R6

82.0% 64.8% 71.3% 65.2% 57.4% 64%

令和5年度　事業の達成状況と評価

C評価

令和6年度　事業の達成状況と評価

A評価

R5 R6

D評価

0

90.0% 82.4% 85.7% 100% 89.2% 92.3%

A評価
達成度

（A・B評価/事業数）
B評価

0

事業の達成状況と評価

国や県等の情報を発信するとともに、職員へのワーク・ライフ・バランスの意識啓発を図るための研修と管理職に対しての研修も併せて行いました。

0

12
ワーク・ライフ・バラン
スの意識の普及と啓
発を行います

6

担当課

企画政策課

商工振興課

達成度
（A・B評価/事業数）

100%

事業の達成状況と評価

ワーク・ライフ・バランスの意識啓発のために庁内外に向けて、国や県等の情報を発信するとともに、市民向けの講座
や市職員向けの研修も併せて行いました。

B評価 C評価 D評価

5 1 0 0 100%

施策の方向　①ワーク・ライフ・バランスの普及・啓発の促進

事業内容

7



No 令和5年度　実施結果 評価
令和6年度

取り組み内容
令和6年度　実施結果 評価 5年間の総括 担当課事業内容

No

No

14

15

A
「職員のための子育て応援ハンドブック」を随時改
訂し、最新の情報を掲載することで、職員に必要
な情報を提供することができました。

育児休業等の制度の
周知を図り、特に男
性職員が育児休業等
の特別休暇を取得で
きるよう努めます

担当課

人材育成課

人材育成課

令和5年度　実施結果 評価
令和6年度

取り組み内容
令和6年度　実施結果 評価 5年間の総括

育児休暇・介護休暇
に関する情報の収集
と提供を行います

施策の方向　③市役所における率先したワーク・ライフ・バランスの推進

事業内容

ホームページに育児・介護休業法のページを設
け、厚生労働省ホームページのリンクを掲載し
ています。また、千葉県男女共同参画センター
が発行した、育児・介護休業法改正のポイント
や課題について掲載している情報誌を配架しま
した。商工関係団体にも資料を配布しました。

令和５年12月８日に、ワークライフバランス研修
を実施し、係長級以下の職員15名の参加があり
ました。
また、部課長79名を対象にメンタルヘルス（ライ
ンケア）研修を11月６日、10日に実施し、働きや
すい職場環境づくりの必要性について意識の向
上を図りました。

A
引き続きワーク・ライフ・バランスを推進するため、研修
等を通じ職員の意識を向上させ、業務の効率化等によ
り時間外勤務の縮減に努めていきます。

部課長66名を対象にメンタルヘルス（ラインケア）研
修を11月６日、７日に実施し、働きやすい職場環境
づくりの必要性について意識の向上を図りました。

A

メンタルヘルス（ラインケア）研修やワーク・ライフ・
バランス研修を実施し、職員の昇格意識向上に
取り組みました。今後も継続して、職員の意識向
上に努めていきます。

13

A
国・県等からの情報収集に努め、広報やホームページ
等を通じて、育児休暇・介護休暇に関する情報を随時
提供します。

ホームページに育児・介護休業法のページを設
け、厚生労働省ホームページのリンクを掲載してい
ます。また、千葉県男女共同参画センターが発行し
た、育児・介護休業法改正のポイントや課題につい
て掲載している情報誌を配架しました。商工関係団
体にも資料を配布しました。

A

適宜、国・県等からの情報を公表してきました。引
き続き、情報収集に努め、広報やホームページ等
を通じて、育児休暇・介護休暇に関する情報を随
時提供します。

令和5年度　実施結果 評価

母子健康手帳交付時の面談や両親学級、個別
の相談時等で情報提供を行いました。

A

今後も、国・県からの情報収集に努め、広報やホーム
ページ等での周知や、男女共同参画や働く女性のため
の妊娠・出産の支援に関する情報提供を母子健康手帳
交付時等に提供していきます。

母子健康手帳交付時の面談や両親学級、個別の
相談時等で情報提供を行いました。

A
必要な情報の収集を行い、情報提供を行うことが
できました。

令和6年度
取り組み内容

令和6年度　実施結果 評価 5年間の総括

令和５年度に育児休業又は育児に関係する特
別休暇を取得した男性職員は37人中33人（取得
率89.2％）でした。

B

職員が安心して妊娠、出産、子育てができるように育児
休業等に関する資料を各職場に配布し、周知します。
また、所属長は、男性職員が積極的に子育てに参加で
きるよう、育児休業を始めとする特別休暇の取得を促
し、職場内での協力体制づくりに努めます。

令和６年度に育児休業又は育児に関係する特別
休暇を取得した男性職員は26人中24人（取得率
92.3％）でした。

職員の意識改革と勤
務環境の改善を図り

ます

担当課

企画政策課

健康増進課

施策の方向　②子育て、介護を担う人へのサポート環境の整備

事業内容

8



No 令和5年度　実施結果 評価
令和6年度

取り組み内容
令和6年度　実施結果 評価 5年間の総括 担当課事業内容

No

審議会等への女性の登用率は昨年度よりやや減少していますが、女性のいない審議会は令和6年度に初めて０％を
達成し、市女性職員の管理職への登用率も増加しました。商工会議所等とも連携し、女性の管理職登用や創業、経営
参画について促進してきました。

市女性職員の管理職への登用率

C評価

R2

R3

3.23% 0%

R3 R4 R5 R6

施策の方向　①市の審議会等への女性の参画推進

事業内容

16

各審議会等における
男女の委員割合が４
割を下回らないように
します

令和5年度の改選により、女性委員の割合は、
26.7%(15名中4名)となりました。

C

令和６年度に行財政改革審議会の改選はありません
が、今後も積極的に女性の登用に努めます。
昨年度の開催から時間の制約が少しでも解消できるよ
うオンラインによる参加を実施しており、本年度におい
てもオンラインでの会議の円滑な運営方法を構築してま
いります。

令和6年度に行財政改革審議会の改選はありませ
んでした。令和5年度の改選以降、15名中4名
（26.7%）が女性委員となっています。

C

行財政改革審議会では、女性委員の割合が４割
を下回っていたことから、改善が必要であると評
価します。令和5年度から時間の制約の解消を目
的に、オンライン参加による開催を実施し、円滑
な運営が出来ました。今後も参加への支障や負
担となる点を研究し、女性委員の確保に努めてま
いります。

14

目標
実績

R2

指標③
（一覧９）

令和5年度　事業の達成状況と評価

指標②
（一覧８）

指標①
（一覧７）

審議会等への女性の登用率（附属機関対象）

目標
実績

R2 R3 R4 R5 R6

40.0%

令和5年度　実施結果 評価
令和6年度

取り組み内容
令和6年度　実施結果 評価 5年間の総括

令和５年度は委員の改選がなかったため、女性
割合は変わらず６１．５％（１３名中８名）でした。

A

令和６年度に男女共同参画審議会の委員の改選を予
定しているため、団体からの推薦や公募委員募集の際
は、女性の積極的な推薦や応募を呼びかけ、男女の割
合が同数程度になるようにします。
また、改選予定の審議会等の担当課に対し、引き続き
女性委員の比率向上に関する調書作成を依頼し、改選
後には結果を検証します。

令和６年度の男女共同参画審議会の委員の改選
の際に、団体からの推薦や公募委員募集の場合
は、女性の積極的な推薦や応募を呼びかけ、男女
の割合が同数程度になるようにしました。また、改
選予定の審議会等の担当課に対し、引き続き女性
委員の比率向上に関する調書作成を依頼し、改選
後には結果を検証しました。

A

令和4年度から、当該年度中に改選を予定してい
る担当課へ取組調書の作成及び結果の検証を依
頼しており、庁内の取組への意識は根付いてきた
と考えます。また、男女共同参画審議会では、令
和5年度からZoomを利用したオンラインでの参加
も可能とし、参加しやすい環境の整備に努めまし
た。

事業の達成状況と評価

企画政策課

情報政策・改革
改善課

9.1%未満

審議会等への女性の登用率（執行機関を除く附属機関等）

目標
実績

R4 R5 R6

年2ポイント上昇 18.6% 19.6% 19.1% 20.9% 22.4%

指標④
（一覧１０）

事業の達成状況と評価

公募委員の募集の際、明記する内容を工夫することで女性委員の登用が増加した審議会等もありますが、令和6年度末時点の審議会等への女性の
登用率（執行機関を除く附属機関等）は39.3%となり、目標の４０％を下回りました。その他で管理職を希望する女性職員の割合上昇のための研修を行
いました。また、創業をめざす女性に対して、講座を通して支援を行いました。

A評価 B評価 C評価 D評価
達成度

（A・B評価/事業数）

担当課

37 10 13

40.0% 38.6% 40.2% 38.7% 39.3% 37.2%

37.4% 37.4% 35.2% 36.67% 34.5%

女性のいない審議会の割合

目標
実績

R2 R3 R4 R5 R6

0 78.3%

6.3% 3.0%

政策・方針決定過程における男女共同参画の推進基本的課題

令和6年度　事業の達成状況と評価

A評価

41

B評価

6

D評価

1

達成度
（A・B評価/事業数）

75.8%

3.2%
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No 令和5年度　実施結果 評価
令和6年度

取り組み内容
令和6年度　実施結果 評価 5年間の総括 担当課事業内容

B

少人数（３人）で構成される中、令和４年度の改選
時から委員中１名を女性とし、その後も維持しまし
た。今後も積極的に女性を選任できるよう努めま
す。

令和５年度は審議会を開催しませんでした。 -
委員の選任に当たっては、あて職の女性委員の登用に
努めます。また、公募委員については、女性の積極的
な応募を呼びかけます。

流山市特別職報酬等審議会については、令和６年
度は審議会を開催しませんでした。

-
計画の期間において、審議会を開催しませんでし
た。

16

補助金等審議会の休会が決定したため、公募
は実施しませんでした。

-
補助金等審議会は休会中のため、新たな公募は予定し
ていません。

補助金等審議会は休会中のため、新たな公募は
予定していません。

-
休会前は女性の登用率40％は達成できませんで
した。今後再開された際には女性の登用率向上
に努めます。

入札監視委員会において、令和４年度に選任し
た委員３名中１名を女性としましたが、令和５年
度も維持しました。（任期２年）

Ｂ

入札監視委員会においては、専門的知識を有する学識
経験者による少人数（３人）で構成されている組織です
が、令和６年の改選時にも女性を積極的に選任できる
よう努めます。

入札監視委員会においては、専門的知識を有する
学識経験者による少人数（３人）で構成されている
組織ですが、令和６年の改選時にも委員３名中１名
を女性としました。（任期２年）

令和６年度に公募委員の募集を予定しているため、募
集の際は、女性の積極的な応募を呼びかけ、女性登用
率が４割を下回らないようにします。
また、改選予定の審議会等の担当課に対し、引き続き
女性委員の比率向上に関する調書作成を依頼し、改選
後には結果を検証します。

市民参加推進委員会では、令和７年度からの委員
委嘱に伴う委員改選事務を令和６年度に行い、女
性委員登用率の向上に努め、結果女性委員は６名
中３名となりました。

A
計画の期間において、女性の登用率を向上させ
ることができました。

各審議会等における
男女の委員割合が４
割を下回らないように
します

行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会
は令和５年度改選時から公募委員を廃止し、学
識経験者３名のみとなり、改選の際には女性の
推薦に努めましたが、女性割合は３割３分（３名
中１名）でした。政治倫理審査会は令和５年度、
公募委員の改選はありませんでした。

C

流山市行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会、
流山市政治倫理審査会ともに、委員数が少数であり、
難しい面がありますが、女性委員の割合が高くなるよう
努めます。

流山市行政不服及び情報公開・個人情報保護審
査会においては、令和６年度は委員の任期期間中
であるため、改選はありませんでした。
流山市政治倫理審査会においては、新たに１名の
女性委員を委嘱し、女性割合が２０％（５名中１名）
となりました。

C

流山市行政不服及び情報公開・個人情報保護審
査会、流山市政治倫理審査会ともに、目標の４割
は達成しませんでしたが、女性委員の割合は向
上しました。
　委員数が少数であり、専門性もあるため難しい
面がありますが、引き続き女性委員の割合の向
上に努めます。

組織の構成上、行政等の「その職をもって充てて
いる」委員が多く、女性の登用率４０％は達成でき
ませんでした。

公募委員にて１名の女性の方が委員として委嘱
されました。

B

令和５年度の改選はありませんでした。 Ｂ
令和６年度は新たな公募委員の改選があることから、
引き続き女性の積極的参加を呼びかけるとともに、あて
職の女性委員登用に努めます。

流山市防災会議について、今年度の途中で、「そ
の職をもって充てている」委員が交代し女性から男
性となったため、委員全体での女性委員の割合は
２５％に低下しました。
改選に伴い令和7年４月１日からの任期を迎える公
募委員については、４名中２名が女性委員となる予
定です。

B

総務課

人材育成課

財産活用課

財政調整課

コミュニティ課

防災危機管理課
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No 令和5年度　実施結果 評価
令和6年度

取り組み内容
令和6年度　実施結果 評価 5年間の総括 担当課事業内容

16

令和５年度に新規委嘱を行い委員構成が変更
となりましたが、女性委員の割合に変化はあり
ませんでした。
女性の割合は委員６０名中２２名（３６．７％）で
す。

C
引き続き専門性を求める為、医師会や関連団体等に専
門的な知識を持った方を推薦していただきます。その中
で女性の選出が増えるよう呼びかけます。

介護認定審査会委員について、令和６年度で審査
会委員の委嘱期間が終了することから、令和７年
度に向け、医師会をはじめ、関連団体等に専門的
な知識を持った方を推薦していただきました。
女性委員の割合は６０名中１９名（３１．６％）となり
ました。

C

介護認定審査会委員には、介護認定に係る専門
的知識が求められることから、各関係団体に委員
を推薦いただき、委嘱することから、目標達成に
は至りませんでした。

老人ホーム入所判定委員会は、委嘱７名のうち
女性０名（0％）でした。地域包括支援センター運
営協議会は、委嘱１６名のうち女性１０名（６２．
５％）でした。高齢者虐待防止ネットワーク会議
は、３４名中女性１５名（４４．１％）でした。

各審議会等における
男女の委員割合が４
割を下回らないように
します

令和５年度の改選はありませんでした。 C 令和６年度の改選はありません。
国民健康保険運営協議会について、令和６年度の
改選はありませんでした。

B

令和６年度時点で委員１３名のうち、女性４名
（30.77%）となっています。
令和７年度に委員の改選があることから、引き続
き、女性委員登用に努めます。

C

令和６年度、老人ホーム入所判定委員会、地域包括支
援センター運営協議会、高齢者虐待防止ネットワーク会
議において委員の改選があるため、医師会や県健康福
祉センター等充て職である一部の審議会等を除き、女
性の登用に努めます。

老人ホーム入所判定委員会は、委嘱７名のうち女
性１名（１４。３％）でした。地域包括支援センター運
営協議会は、委嘱１６名のうち女性６名（３７．５％）
でした。高齢者虐待防止ネットワーク会議は、３６名
中女性１７名（４７．２％）でした。

C

老人ホーム入所判定委員会、地域包括支援セン
ター運営協議会、高齢者虐待防止ネットワーク会
議においては、医師会や県健康福祉センター等
充て職である一部の審議会等を除き、女性の登
用に努めましたが、高齢者虐待防止ネットワーク
会議以外は、女性の割合が４割を下回る結果と
なりました。今後も女性の選出が増えるよう委員
の所属に呼びかけるよう努めます。

（社会福祉課）
民生委員推薦会の委員については、任期期間
中のため新たな委嘱はありませんでした。
委員１０名中、女性委員３名（３０％）です。
（福祉政策課）
令和５年度に流山市福祉施策審議会委員の改
選を行い、委員１８名中９名（５０％）が女性とな
りました。

（社会
福祉
課）
B

（福祉
政策
課）
Ａ

（社会福祉課）
令和６年度に任用期間が終了することから、新たに推
薦を依頼する際には、女性登用率４割を目標としている
ことを、各団体へ周知していきます。
（福祉政策課）
令和６年度は流山市福祉施策審議会委員の改選予定
はありませんが、引き続き女性委員の登用に努めま
す。

(社会福祉課）
民生委員推薦会の委員については、令和６年度に
新たに委嘱した委員１０名のうち女性委員は２名
（２０％）でした。
（福祉政策課）
令和６年度に流山市福祉施策審議会の市民公募
による改選はありませんでした。関係行政機関を代
表する委員について、女性委員を積極的に任命す
るよう依頼し、委員１８名中１０名（５５．６％）が女性
となりました。

（社会
福祉
課）
C

（福祉
政策
課）
Ａ	

（社会福祉課）
令和６年度の委嘱では女性委員の登用率の目標
４割には達しませんでしたが、次回の委嘱の際に
は、推薦を依頼する各団体に対し、女性委員の選
出が増えるよう呼び掛けていきます。
（福祉政策課）
５年間の任命状況については達成できました。令
和７年度中に市民公募による改選が予定されて
いることから、女性委員を積極的に登用できるよ
う一時保育の環境整備や広報等に努めていきま
す。

令和５年度に委員改選を行い女性委員の割合
が１０名中３名（３０％）となりました。

C
引き続き、障害者介護給付費等の支給に関する審査会
について、医師会や障害者関連の団体等から専門的な
知識を持った方を推薦していただきます。

障害者介護給付費等の支給に関する審査会につ
いて、令和６年度は委員改選はありませんでした
が、辞退された委員の補充として女性委員を委嘱
したことから、女性委員の割合が１０名中４名（４
０％）となり、目標を達成することができました。

A

令和５年度のみ目標を達成することができていま
せんでしたが、それ以外の期間は目標を達成す
ることができました。今後も引き続き男女のバラン
スよく推薦をいただけるよう、各団体へ働きかけを
行います。

保険年金課

社会福祉課

福祉政策課

高齢者支援課

介護支援課

障害者支援課

11



No 令和5年度　実施結果 評価
令和6年度

取り組み内容
令和6年度　実施結果 評価 5年間の総括 担当課事業内容

16

各審議会等における
男女の委員割合が４
割を下回らないように
します

令和５年度の委員改選により、令和６年３月３１
日末現在、委員１４名中、女性委員は１０名で
す。割合は７１．４％です。

A
既に女性登用率が６割を超えていますが、今後も積極
的に女性の登用に努めます。

流山市子ども・子育て会議について、令和５年度の
委員改選により、令和７年３月３１日末現在、委員１
４名中、女性委員は１０名です。割合は７１．４％で
す。

A
会議の性質上、女性の参加割合が高くなります
が、今後も男女比のバランスを考えつつ、女性が
参加しやすい環境づくりに努めます。

【流山市予防接種健康被害調査委員会】
第１回　令和５年５月１９日　６名（うち３名女性）
第２回　令和５年８月２２日　５名（うち３名女性）
第４回　令和６年２月９日　６名（うち１名女性）

B
流山市予防接種健康被害調査委員会において、女性
登用率が４割を下回らないよう努めます。

【流山市予防接種健康被害調査委員会】
第２回　令和６年　８月７日　５名（うち１名女性）
第３回　令和６年１１月６日　５名（うち１名女性）
第４回　令和７年　２月３日　７名（うち１名女性）

C

予防接種健康被害調査委員会委員には、予防接
種に係る専門的知識を要するため、医師会等に
委員を推薦していただき委嘱することから、目標
達成には至りませんでした。
今後も流山市医師会へ女性の審議員を推薦して
いただけるよう依頼していきます。

令和6年1月19日から2年間の任期で新たな審議
会委員の公募を行い、委員13名のうち、女性は
5名（38.５%）となりました。

C
令和6年度は委員の改選の予定はありませんが、今後
も積極的に女性の登用に努めます。

流山市廃棄物対策審議会について、令和6年度は
委員改選がありませんでしたが、令和8年2月に任
期満了を迎えるため、今後の委員選定にあたって
は積極的な女性の登用に努めます。

C

女性委員登用について目標を達成することがで
きませんでしたが、今後も募集の際には積極的な
参加を呼びかけるとともに子育て中の方にも参加
しやすいような仕組みついても情報収集を行いま
す。

委員改選を行った結果、女性の割合は委員11
名中4名（36.4%）です。

B
令和6年度は委員の改選予定はありませんが環境審議
会の委員選定にあたっては、積極的に女性の登用に努
めます

流山市環境審議会について、令和6年度の委員の
改選はありませんでした。

B

令和2年度から令和6年の期間中における、上半
期は女性比率41.6％と目標を達成していました
が、令和5年度に実施した改選に伴い、委員総数
の減少と相まって女性比率は36.4％と目標を若干
下回る結果となりました。多種多様な意見で審議
される環境醸成のためにも、令和7年度に行われ
る委員改選の際には目標達成ができるよう努め
ます。

実施なし（委嘱なし） -
委員の選定にあたっては、積極的に女性の登用に努め
ます。

流山市中小企業資金融資運営委員会及び流山市
産業振興審議会について、実施はありませんでし
た（委嘱なし）。

－
実施なし（委嘱なし）でしたが、今後委員の選定が
ある場合には、積極的に女性の登用に努めま
す。

都市計画審議会：令和５年は、委員の改選があ
り、1５名中２名が女性です。
広告物審議会：７名中３名が女性です。
引き続き女性委員の割合向上に努めます。

C
委員の改選にあたっては、広報やホームページを通じ
て審議会等開催時の子どもの一時預かりや一時保育
実施の周知を行い、女性委員の割合向上に努めます。

令和６年度の都市計画審議会委員は、１５名中２
名が女性です。
また、広告物審議会委員は、７名中３名が女性で
す。
引き続き女性委員の割合向上に努めます。

C

令和２年度から６年度の女性委員の割合につい
て、広告物審議会は４割を上回ることができまし
たが、都市計画審議会では４割を上回ることがで
きませんでした。
今後の委員の改選にあたっては、引き続き広報
やホームページを通じて審議会等開催時の子ど
もの一時預かりや一時保育実施の周知を行い、
女性委員の割合向上に努めます。

健康増進課

子ども家庭課

商工振興課

都市計画課

環境政策課

クリーンセンター
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No 令和5年度　実施結果 評価
令和6年度

取り組み内容
令和6年度　実施結果 評価 5年間の総括 担当課事業内容

16

各審議会等における
男女の委員割合が４
割を下回らないように
します

委員改選の際に女性の推薦に努めています
が、女性の登用は５名中１名に留まっています。
引き続き、女性の登用に努めます。

C
建築審査会の委員選定については、目標値を達成でき
るよう女性の登用に努めます。

建築審査会において、令和６年度末の任期満了に
伴う委員の改選があり、５名中１名が女性です。（２
０％）
引き続き女性委員の割合向上に努めます。

C

委員改選の際に女性の委員の割合の向上に努
めましたが、女性の登用は５名中１名に留まって
います。引き続き、委員改選の際に女性委員の
割合の向上に努めます。

幼稚園協議会の女性委員の割合は81.8％でし
た。
令和5年度の通学区域審議会改選により、女性
委員の割合は３８．５％（13人中5人）となりまし
た。

A
通学区域審議会の委員の選定にあたっては、積極的に
女性の登用に努めます。

通学区域審議会の女性委員の割合は３８．５％（13
人中5人）でした。

A

幼稚園協議会は、令和5年度のみの開催でした
が、公募による委員も女性が多く、目標が達成で
きました。通学区域審議会も多くの女性委員を選
定することができ、目標が達成できました。

令和5年度の改選により、女性委員の割合は、
28.6%(14名中4名)となりました。

C
広報や市ＨＰにて委員を公募する際、引き続き、一時保
育が利用できるなど子育て中の女性も参加しやすいよ
う記載し、女性の登用に努めます。

流山市上下水道事業運営審議会について、令和6
年度は改選がなかったため、女性委員の割合は、
昨年度と変わらず28.6%(14名中4名)となりました。

C
令和2年度から6年度を通して、女性委員の割合
が４割を上回ることができませんでした。今後も引
き続き、女性の登用に努めていきます。

令和5年度は審議会を開催しませんでした。 -
委員の改選にあたっては、広報や市ホームページを通
じて審議会等開催時の子どもの一時預かりや一時保育
実施の周知を行い、女性委員の割合向上に努めます。

令和6年度改選のあった流山市自転車駐車対策審
議会の女性委員の比率については14.3％でした。

C

行政等の充て職である委員が多く、女性の登用
率４０％は達成できませんでした。今後も引き続
き、公募の市民委員を中心に女性の登用に努め
ていきます。

任期満了に伴う青少年指導センター運営協議
会の公募委員については、広報ながれやま及
びホームページで、女性委員の積極的な応募を
呼び掛けました。

A

令和７年１月の任期満了に伴う生涯学習審議会委員に
ついては、引き続き女性の登用率が４割を下回らないよ
うに努めます。また、公募委員及び令和７年５月に任期
満了となる青少年指導センター運営協議会の公募委員
については、広報ながれやま及びホームページで、女
性委員の積極的な応募を呼び掛けます。

任期満了に伴う生涯学習審議会及び青少年指導
センター運営協議会の公募委員については、広報
ながれやま及びホームページで、女性委員の積極
的な応募を呼びかけました。

A
計画の期間中、生涯学習審議会委員及び青少年
指導センター運営協議会委員について女性の登
用率は4割以上を維持しました。

女性委員の比率について、教育支援委員会は
71％、いじめ問題対策連絡協議会及びいじめ対
策調査会は38％と、4割を下回りました。

C 令和６年度も引き続き女性の登用に努めます。
女性委員の比率について、教育支援委員会は
71％、いじめ問題対策連絡協議会は１３％、いじめ
対策調査会は38％と、4割を下回りました。

C
いじめ問題対策連絡協議会及びいじめ対策調査
会は充て職や専門性のある委員を委嘱する必要
があったことから、目標を達成することが困難でし
たが、今後も引き続き女性の登用に努めます。

指導課

文化芸術・生涯
学習課

道路管理課

経営業務課

建築住宅課

学校教育課
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No 令和5年度　実施結果 評価
令和6年度

取り組み内容
令和6年度　実施結果 評価 5年間の総括 担当課事業内容

16

女性のいない審議会
等をなくします

各審議会等における
男女の委員割合が４
割を下回らないように
します

令和４年の委員改選に伴い、文化財審議会の
女性委員の比率は５０％、市史編さん審議会は
女性公募委員が減り、１名となりました。

B
令和６年９月の任期満了に伴う審議会委員の委嘱につ
いては、女性委員の登用に努めます。

令和６年の委員改選に伴い、文化財審議会では委
員１０名のうち女性委員は５名（５０％）、市史編さ
ん審議会では委員８名のうち女性委員は１名（1２．
５％）となりました。

C

文化財審議委員では女性委員の比率は向上した
が、市史編さん審議委員では比率が減少しまし
た。公募委員については、広報ながれやま及び
ホームページで、女性委員の登用を増やすため
に積極的にPRしましたが、市史編さん審議委員
では専門性の高さもあり、女性委員は１名となり
ました。

A
流山市政治倫理審査会は、委員数が少数であり、困難
な面もありますが、女性の登用に努めます。

流山市政治倫理審査会においては、新たに１名の
女性委員を委嘱しました。

A

流山市行政不服及び情報公開・個人情報保護審
査会においては、５年間女性の委員の登用があ
りました。
流山市政治倫理審査会においては、令和６年度
に新たに女性の委員を登用することができまし
た。

団体からの推薦等により、女性の委員が4名委
嘱されました。

A
令和６年度に行財政改革審議会の改選はありません
が、今後も積極的に女性の登用に努めます。

令和6年度に行財政改革審議会の改選はありませ
んでした。令和5年度の改選以降、15名中4名
（26.7%）が女性委員となっています。

A
行財政改革審議会では、これまでも女性の委員
を委嘱してきており、事業は達成できたものと評
価します。

プランの事業取組照会の際、審議会等所管課
に対し、女性の登用率４割というプランの指標に
ついて周知を行うとともに、改選予定の審議会
等の担当課に対し、女性委員の比率向上に関
する調書作成を依頼しました。

A

審議会等委員の女性委員割合の目標値（４０％）を全庁
で共有するとともに、、改選の予定がある審議会等の所
管課に対し「審議会等の女性員の比率向上に関する調
書」の作成を依頼し、女性登用率向上に向けた具体的
な取り組みを講じるよう求めます。

プランの事業取組照会の際、審議会等所管課に対
し、 女性の登用率4割というプラ ンの指標について
周知を行うとともに改選予定の審議会等の担当課
に対し、女性委員の比率向上に関する調書作成を
依頼しました。

A
令和5年度は、女性のいない審議会が初めて０と
なりました。各担当課で女性委員の割合の向上
にむけて取り組んできた成果だと考えます。

行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会
は令和５年度改選時から公募委員を廃止し、学
識経験者３名のみとなり、女性委員は３名中１
名となっています。政治倫理審査会は令和５年
度、公募委員の改選はありませんでした。

令和５年度は審議会を開催しませんでした。 -
特別職報酬等審議会において、積極的に女性委員の
登用に努めます。

特別職報酬等審議会について、令和６年度は審議
会を開催しませんでした。

-
計画の期間において、審議会を開催しませんでし
た。

企画政策課

情報政策・改革
改善課

総務課

人材育成課

博物館

17
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No 令和5年度　実施結果 評価
令和6年度

取り組み内容
令和6年度　実施結果 評価 5年間の総括 担当課事業内容

女性のいない審議会
等をなくします

-
補助金等審議会は休会中のため、新たな公募は予定し
ていません。

補助金等審議会は休会中のため、新たな公募は
予定していません。

-
休会前は女性の登用率40％は達成できませんで
した。今後再開された際には女性の登用率向上
に努めます。

入札監視委員会において、令和４年度に選任し
た委員３名中１名を女性としましたが、令和５年
度も維持しました。（任期２年）

A

入札監視委員会においては、専門的知識を有する学識
経験者による少人数（３人）で構成されている組織です
が、令和６年の改選時にも女性を積極的に選任できる
よう努めます。

入札監視委員会においては、専門的知識を有する
学識経験者による少人数（３人）で構成されている
組織ですが、令和６年の改選時にも委員３名中１名
を女性としました。（任期２年）

A

少人数（３人）で構成される中、令和４年度の改選
時から委員中１名を女性とし、その後も維持しまし
た。今後も積極的に女性を選任できるよう努めま
す。

補助金等審議会の休会が決定したため、公募
は実施しない。

A 令和６年度の改選はありません。
国民健康保険運営協議会について、令和６年度の
改選はありませんでした。

A

令和６年度時点で委員１３名のうち、女性４名
（30.77%）となっています。
令和７年度に委員の改選があることから、引き続
き、女性委員登用に努めます。

令和５年度の改選はありませんでした。 A
令和６年度は委員の改選があることから、引き続き女性
の積極的参加を呼びかけるとともに、あて職の女性委
員登用に努めます。

流山市防災会議について、今年度の途中で、「そ
の職をもって充てている」委員が交代し女性から男
性となったため、女性委員の割合は低下しました。
改選に伴い令和7年４月１日からの任期を迎える公
募委員については、４名中２名が女性委員となる予
定です。

A

組織の構成上、行政等の「その職をもって充てて
いる」委員が多く、女性の登用率４０％は達成でき
ませんでしたが、女性委員がいないという状況は
期間中ありませんでした。

公募委員にて１名の女性の方が委員として委嘱
されました。（女性委員割合：１７％）

A
令和６年度に公募委員の募集を予定しているため、募
集の際は、女性の積極的な応募を呼びかけ、女性の登
用に努めます。

市民参加推進委員会では、令和７年度からの委員
委嘱に伴う委員改選事務を令和６年度に行い、女
性委員登用率の向上に努め、結果女性委員は６名
中３名となりました。

A
計画の期間において、女性の登用率を向上させ
ることができました。

令和５年度の改選はありませんでした。

財産活用課

財政調整課

コミュニティ課

防災危機管理課

保険年金課
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No 令和5年度　実施結果 評価
令和6年度

取り組み内容
令和6年度　実施結果 評価 5年間の総括 担当課事業内容

女性のいない審議会
等をなくします

C

引き続き専門性を求める為、医師会や関連団体等に専
門的な知識を持った方を推薦していただき、職種と委員
の参加可能な日時等を優先し合議体の編成を行い、そ
の範囲内で女性のいない合議体を減らせるよう努めま
す。

流山市介護認定審査会については、令和７年度に
向け、合議体の委員構成を再編しました。その結
果、女性のいない合議体は、１５合議体中４合議体
となりました。

C

審査会委員においては、職種の専門性を求める
必要があること及び職種と委員の参加可能な日
時当を優先し、合議体の編成を行うことから、す
べての合議体に女性委員を配置することはでき
ませんでした。
今後は現在実施しているオンライン開催による認
定審査会の拡大を検討し、各委員が会議に参加
しやすい環境づくりを研究していきます。

老人ホーム入所判定委員会の開催はありませ
んでした。地域包括支援センター運営協議会は
女性１０名、高齢者虐待ネットワーク会議は女性
１５名でした。

A

令和６年度、老人ホーム入所判定委員会、地域包括支
援センター運営協議会、高齢者虐待防止ネットワーク会
議において委員の改選があるため、医師会や県健康福
祉センター等充て職である一部の審議会等を除き女性
の登用に努めます。

老人ホーム入所判定委員会は女性１名、地域包括
支援センター運営協議会は女性６名、高齢者虐待
ネットワーク会議は女性１７名でした。

A
充て職である一部の委員を除き、女性の登用に
努めました。各委員会、協議会とも、充て職では
ありますが、今後も女性の登用に努めます。

（社会福祉課）
民生委員推薦会の委員については、任期期間
中のため新たな委嘱はありませんでした。委員
１０名中、女性委員は３名（３０％）です。
（福祉政策課）
令和５年度に流山市福祉施策審議会委員の改
選を行い、委員１８名中９名（５０％）が女性とな
りました。

（社会
福祉
課）
A

（福祉
政策
課）
Ａ

（社会福祉課）
令和６年度に任用期間が終了することから、新たに推
薦を依頼する際には、女性登用率４割を目指しているこ
とを、各団体へ周知していきます。
（福祉政策課）
令和６年度は流山市福祉施策審議会委員の改選予定
はありませんが、引き続き女性委員の登用に努めま
す。

(社会福祉課）
民生委員推薦会について、令和６年度に新たに委
嘱した委員１０名のうち女性委員は２名（２０％）でし
た。
（福祉政策課）
令和６年度に流山市福祉施策審議会の市民公募
による改選はありませんでした。関係行政機関を代
表する委員について、女性委員を積極的に任命す
るよう依頼し、委員１８名中１０名（５５．６％）が女性
となりました。

（社会
福祉
課）
A

（福祉
政策
課）
Ａ	

（社会福祉課）
令和６年度の委嘱では女性委員の登用率の目標
４割には達しませんでしたが、次回の委嘱の際に
は、推薦を依頼する各団体に対し、女性委員の選
出が増えるよう呼び掛けていきます。
（福祉政策課）
５年間の任命状況については達成できました。令
和７年度中に市民公募による改選が予定されて
いることから、女性委員を積極的に登用できるよ
う一時保育の環境整備や広報等に努めていきま
す。

令和５年度に新規委嘱を行い委員構成が変更
となりました。
１５合議体中女性委員がいない合議体が２合議
体ありました。

【流山市予防接種健康被害調査委員会】
第１回　令和５年５月１９日　６名（うち３名女性）
第２回　令和５年８月２２日　５名（うち３名女性）
第４回　令和６年２月９日　６名（うち１名女性）

A
流山市予防接種健康被害調査委員会において、女性
の審議員を登用します。

【流山市予防接種健康被害調査委員会】
第２回　令和６年　８月７日　５名（うち１名女性）
第３回　令和６年１１月６日　５名（うち１名女性）
第４回　令和７年　２月３日　７名（うち１名女性）

A 目標を達成することができました。

２４合議体中、女性委員の割合が４０％を下回
る合議体が１３回あり、その内、女性のいない合
議体が１回ありました。

C
引き続き、医師会や障害者関連の団体等から専門的な
知識を持った方を推薦していただきます。

流山市障害者介護給付費等の支給に関する審査
会については、２４合議体の全てに女性委員の参
加がありました。

A
委員の欠席等によるものを除き、全期間を通じて
目標を達成することができました。

社会福祉課

福祉政策課

高齢者支援課

介護支援課

障害者支援課

健康増進課

17
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No 令和5年度　実施結果 評価
令和6年度

取り組み内容
令和6年度　実施結果 評価 5年間の総括 担当課事業内容

女性のいない審議会
等をなくします

A
既に女性登用率が６割を超えていますが、今後も積極
的に女性の登用に努めます。

令和５年度の委員改選により、令和７年３月３１日
末現在、委員１４名中、女性委員は１０名です。割
合は７１．４％です。

A
会議の性質上、女性の参加割合が高くなります
が、今後も男女比のバランスを考えつつ、女性が
参加しやすい環境づくりに努めます。

令和５年度の委員改選により、令和６年３月３１
日末現在、委員１４名中、女性委員は１０名で
す。割合は７１．４％です。

A
令和6年度は委員の改選の予定はありませんが、今後
も積極的に女性の登用に努めます。

流山市廃棄物対策審議会について、令和6年度は
委員改選がありませんでしたが、令和8年2月に任
期満了を迎えるため、今後の委員選定にあたって
は積極的な女性の登用に努めます。

A

女性委員登用について目標を達成することがで
きませんでしたが、今後も募集の際には積極的な
参加を呼びかけるとともに子育て中の方にも参加
しやすいような仕組みついても情報収集を行いま
す。

委員改選を行った結果、女性４名を含む合計１
１名が改選されています。なお、審議会全体で
の女性の割合は委員11名中4名（36.4%）です。

A
令和6年度は委員の改選予定はありませんが環境審議
会の委員選定にあたっては、積極的に女性の登用に努
めます。	

流山市環境審議会について、令和6年度の委員の
改選はありませんでした。

A

令和2年度から令和6年度までの期間中、すべて
の年度に女性の委員は委嘱されています。令和7
年度に予定されている改選の際にも引き続き、女
性委員の登用に努めます

都市計画審議会：1５名中２名が女性です。
広告物審議会：７名中３名が女性です。
引き続き女性委員の割合向上に努めます。

A

実施なし(委嘱なし) -
公募委員の選定にあたっては、積極的に女性の登用に
努めます。

流山市中小企業資金融資運営委員会及び流山市
産業振興審議会について、実施はありませんでし
た（委嘱なし）。

－
実施なし（委嘱なし）でしたが、今後委員の選定が
ある場合には、積極的に女性の登用に努めま
す。

令和6年1月19日から2年間の任期で新たな審議
会委員の公募を行い、委員13名のうち、女性は
5名（38.５%）となりました。

委員改選の際に女性の推薦に努めています
が、女性の登用は５名中１名に留まっています。
引き続き、女性の登用に努めます。

A
建築審査会の委員選定については、目標値を達成でき
るよう女性の登用に努めます。

建築審査会において、令和６年度末の任期満了に
伴う委員の改選があり、５名中１名が女性です。

令和5年度は審議会を開催しませんでした。 -
委員の改選にあたっては、広報や市ホームページを通
じて審議会等開催時の子どもの一時預かりや一時保育
実施の周知を行い、女性委員の割合向上に努めます。

令和6年度改選のあった流山市自転車駐車対策審
議会の女性委員は2名です。

都市計画課

建築住宅課

A
行政等の充て職である委員がすべて男性でした
が、公募の市民委員で2名の女性委員を登用でき
ました。

A
委員改選の際に女性を登用し、目標を達成するこ
とが出来ました。引き続き、委員改選の際に女性
の登用に努めます。

委員の改選にあたっては、広報やホームページを通じ
て審議会等開催時の子どもの一時預かりや一時保育
実施の周知を行い、女性委員の割合向上に努めます。

令和６年度の都市計画審議会委員は、１５名中２
名が女性です。
また、広告物審議会委員は、７名中３名が女性で
す。
引き続き女性委員の登用に努めます。

A

令和２年度から６年度の都市計画審議会および
広告物審議会にて、女性委員を登用することがで
きました。
今後の委員の改選にあたっては、広報やホーム
ページを通じて審議会等開催時の子どもの一時
預かりや一時保育実施の周知を行い、引き続き
女性委員の登用に努めます。

子ども家庭課

商工振興課

道路管理課

環境政策課

クリーンセンター

17
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令和6年度

取り組み内容
令和6年度　実施結果 評価 5年間の総括 担当課事業内容

18

No

女性のいない審議会
等をなくします

A

教育支援委員会等の審議会において、女性委
員の配置がない審議会はありません。

令和５年度に開催された各審議会等において、
一時保育の利用はありませんでした。

A

翌年度の予算策定時期に、審議会等の担当課に、審議
会等開催時の子どもの一時預かりに関する予算措置を
呼びかけます。また、市民等に対し、審議会等の選考
面接や会議開催時に一時預かりが利用できることを周
知します。

令和6年度に開催された各審議会等において、一
時保育の利用はありませんでした。

A

5年間の一時保育の利用は、令和4年度の１件の
みでしたが、各担当課においても、公募の際の一
時保育利用の案内や予算措置を行っていること
から、環境は整ってきていると考えます。

令和４年の委員改選に伴い、文化財審議会の
女性委員の比率は５０％、市史編さん審議会は
女性公募委員が減り、１名となりました。

A
令和６年９月の任期満了に伴う審議会委員の委嘱につ
いては、女性委員の登用に努めます。

令和６年の委員改選に伴い、文化財審議会では委
員１０名のうち女性委員は５名（５０％）、市史編さ
ん審議会では委員８名のうち女性委員は１名（1２．
５％）となりました。

A

文化財審議委員では女性委員の比率は向上した
が、市史編さん審議委員では比率が減少しまし
た。公募委員については、広報ながれやま及び
ホームページで、女性委員の登用を増やすため
に積極的にPRしましたが、市史編さん審議委員
では専門性の高さもあり、女性委員は１名となり
ました。

令和5年度　実施結果 評価
令和6年度

取り組み内容
令和6年度　実施結果 評価 5年間の総括

A 令和６年度も引き続き女性の登用に努めます。

A

令和5年度の改選により、女性委員の割合は、
28.6%(14名中4名)となりました。

教育支援委員会等の審議会において、女性委員
の配置がない審議会はありません。

A

教育支援委員会、いじめ問題対策連絡協議会、
いじめ対策調査会いずれの審議会においても女
性委員を登用することができました。今後も引き
続き女性の登用に努めます。

幼稚園協議会の女性委員の割合は81.8％でし
た。
令和5年度の通学区域審議会改選により、女性
委員は13人中5人となりました。

流山市上下水道事業運営審議会について、令和6
年度は改選がなかったため、女性委員の割合は、
昨年度と変わらず28.6%(14名中4名)となりました。

任期満了に伴う青少年指導センター運営協議
会の公募委員については、広報ながれやま及
びホームページで、女性委員の積極的な応募を
呼び掛けました。

A

広報や市ＨＰにて委員を公募する際、引き続き、一時保
育が利用できるなど子育て中の女性も参加しやすいよ
う記載し、女性の登用に努めます。

令和2年度から6年度を通して、4～5名の女性委
員を登用することができました。今後も引き続き、
女性の登用に努めていきます。

令和７年１月の任期満了に伴う生涯学習審議会委員に
ついては、引き続き女性の登用率が４割を下回らないよ
うに努めます。また、公募委員及び令和７年５月に任期
満了となる青少年指導センター運営協議会の公募委員
については、広報ながれやま及びホームページで、女
性委員の積極的な応募を呼び掛けます。

博物館

企画政策課

担当課

経営業務課

学校教育課

指導課

文化芸術・生涯
学習課

施策の方向　②女性管理職の登用の促進

事業内容

通学区域審議会の委員の選定にあたっては、積極的に
女性の登用に努めます。

通学区域審議会の女性委員の割合は３８．５％（13
人中5人）でした。

17

任期満了に伴う生涯学習審議会及び青少年指導
センター運営協議会の公募委員については、広報
ながれやま及びホームページで、女性委員の積極
的な応募を呼びかけました。

A
計画の期間中、生涯学習審議会委員及び青少年
指導センター運営協議会委員について女性の登
用率は4割以上を維持しました

審議会等の子どもの
一時預かりの利用を
促進します

A

幼稚園協議会は、令和5年度のみの開催でした
が、公募による委員も女性が多く、目標が達成で
きました。通学区域審議会も多くの女性委員を選
定することができ、目標が達成できました。

A

18
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令和6年度

取り組み内容
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20

21

22

A
商工会議所を通じてのチラシの配架や市ホームページ
の掲載等をして情報提供に努めます。

商工会議所を通じてのチラシの配架や市ホーム
ページの掲載等をして情報提供に努めました。

A
市ホームページの掲載等により情報提供を図りま
した。

ホームページにおいて、えるぼし認定、プラチナ
えるぼし認定制度の案内をしています。また、流
山商工会議所を通じて商工関係団体に男女共
同参画に関する資料の配布を行うとともに、１２
月７日の勤労者互助会、２月８日の常議委員会
にて、男女共同参画に関する説明と資料配付を
行いました。

勤続年数10年の職員32名を対象に、令和５年７
月14日にキャリアデザイン研修を実施し、職員
の意識向上を図りました。
また、勤続年数５年の職員42名を対象に令和５
年６月21日に職場実践力向上研修を実施し、
キャリアアップのための下地となるスキルの向
上を図りました。

A

キャリアデザイン研修の開催や外部研修（自治大学校、
県自治研修センター等）への派遣を行うことにより、キャ
リア形成を支援し、管理職への昇格意識の向上を図り
ます。

勤続年数10年の職員49名を対象に、令和６年７月
12日にキャリアデザイン研修を実施し、職員の意識
向上を図りました。
また、勤続年数４年の職員41名を対象に令和６年６
月19日にチームワーク強化研修を実施し、キャリア
アップのための下地となるスキルの向上を図りまし
た。

A

キャリアデザイン研修の開催や外部研修への派
遣を行うことにより、職員の昇格意識向上に取り
組みました。今後も継続して、職員の意識向上に
努めていきます。

新任課長級職員11名を対象に、令和５年４月20
日、５月18日に新任課長研修を実施し、管理職
の意識向上を図りました。

所属長は、女性職員が管理職になるために必要な仕事
を経験するため、性別による区別のない職務分担を行
います。

19
商工関係団体等に女
性の管理職への登用
を働きかけます

女性職員の管理職へ
の登用を推進します

学校（県職）から教育委員会に出向する職員を除
いた女性管理職者数は、令和２年度当初34人、令
和３年度当初39人、令和４年度当初40人、令和５
年度当初43人、令和６年度当初45人と増加傾向に
あります。

B
計画の期間において、女性管理職数を増やすこ
とができました。引き続き、女性職員の管理職へ
の登用に努めます。

チラシの配架や女性活躍推進法の改正につい
て市ホームページに掲載する等して情報提供に
努めました。

企画政策課

学校（県職）から教育委員会に出向する職員を
除いた女性管理職者数は、平成31年度当初32
人、令和２年度当初34人、令和３年度当初39
人、令和４年度当初40人、令和５年度当初43人
と増加傾向にあります。

B

女性職員を外部研修（自治大学校、県自治研修セン
ター等）へ積極的に派遣することにより、管理職での活
躍を希望する職員を育成します。
また、昇格後に新任課長研修、新任課長補佐研修等を
実施し、責任ある地位での不安や課題を取り除く支援を
行います。

A

この5年間で本市を所在地とする企業2社がえる
ぼし認定を受けています。引き続き、ホームペー
ジ等を通じて、「えるぼし・プラチナえるぼし」認定
制度について周知を図ります。

ホームページにおいて、えるぼし認定、プラチナえ
るぼし 認定制度の案内をしています。また、流山
商工会議所を通じて商工関係団体に男女共同参
画に関する資料の配布を行うとともに、令和7年度
からスタートする第5次男女共同参画プランの概要
を配付しました。

キャリアデザイン研修
を行い、管理職での
活躍を希望する職員
の割合の上昇を図り
ます

施策の方向　③女性の経営参画や社会参画の促進

人材育成課

人材育成課

女性職員が管理職に
なるために必要な仕
事を経験するため、
性別による区別のな
い職務分担を行いま
す

A
新任課長級職員16名を対象に、令和６年４月23
日、５月14日に新任課長研修を実施し、管理職の
意識向上を図りました。

A
新任課長を対象に、新任課長研修を実施し、管
理職の意識向上に取り組みました。今後も継続し
て、職員の意識向上に努めていきます。

商工振興課

人材育成課

A
ホームページ等を通じて、「えるぼし・プラチナえるぼし」
認定制度について周知を図ります。

19
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令和6年度
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No

23

25 新規に１０件の家族経営を締結しました。 A 家族経営協定の締結に結びつくように努めます。
家族経営協定の締結に結びつく案件がありません
でした。

D
５年間において、コロナ禍で農業者宅への訪問や
面接ができない時期もあったが、１７件の家族経
営協定の締結ができました。

関係団体を通して必要な技術習得として、講習
会、共進会を開催しました。

A
各講習会、共進会を通じて効率的な経営に必要な技術
習得についての情報提供に努めます。

関係団体主催による、有機肥料に関する講習会を
１回、流山市農業共進会を１回開催し、農業経営に
必要な技術習得が図れました。

A

関係団体主催の講習会、農業共進会を５年間で
コロナ禍で開催できない時期もあったが、計４回
開催し、農業経営に必要な技術習得が図れまし
た。

経営に係るセミナーの情報について商工会議所
にチラシの配架を依頼する等して情報提供しま
した。

A 商工会議所と連携し、情報提供に努めます。
経営に係るセミナーの情報について商工会議所に
チラシの配架を依頼する等して情報提供しました。

A
商工会議所と協力し、経営に係るセミナーの情報
についてチラシの配架を依頼する等して情報提供
しました。

令和５年１１月１１日～１２日に議会報告会を実
施しました。
どなたでも参加できるような、また参加したくなる
議会報告会となるよう、一時保育・手話通訳・要
約筆記の事前申込（受付）を実施しました。
※申込者がいなかったため実際の利用者はな
し

A

令和６年度に開催予定（時期未定）の議会報告会にお
いて、一時保育や手話通訳等の対応をとり、どなたでも
参加できるような、また参加したくなるような議会報告会
の内容の充実と配慮を推進します。

令和６年１１月９日に議会報告会を実施しました。
どなたでも参加できるような、また参加したくなるよ
うな議会報告会となるよう、一時保育・手話通訳・
要約筆記の事前申し込み（受付）を実施しました。
※申込者がいなかったため、利用者はなし。

A

新型コロナウイルス感染症の影響により、議会報
告会自体の開催を見送った令和２年度や、開催
はしたものの、手話通訳等の申込期間が十分に
確保出来ず、事前申し込み（受付）の対応を見
送った令和３・４年度を例外として、令和５・６年度
については、一時保育・手話通訳・要約筆記の事
前申し込みを実施しました。（令和５・６年度ともに
申込者がいなかったため、利用者はなし。）
５年間を通して、小さなお子様がいらっしゃる方や
障害をお持ちの方を含め、どなたでも参加できる
ような、また、参加したくなるような議会報告会と
なるよう、各種ツールの充実を図りました。

女性向け創業スクールの開催をはじめ創業コン
シェルジュ、デザインコンシェルジュへの相談体
制を設け、女性の創業を支援しました。

A
女性向け創業スクールの開催をはじめ創業コンシェル
ジュ、デザインコンシェルジュへの相談体制を設け、女
性の創業を支援します。

女性向け創業スクールの開催をはじめ創業コン
シェルジュ、デザインコンシェルジュへの相談体制
を設け、女性の創業を支援しました。

A
令和2年度から令和6年度で女性向け創業スクー
ルの卒業生は120名を超え女性の創業を支援し
ました。

24
経営に必要な資格、
技能取得に関する情
報を提供します

経験やキャリアを生
かした創業をめざす
女性を支援します

商工振興課

商工振興課

事業内容

農業振興課

担当課

農業振興課

議会事務局

26
市政への参画に関す
る情報を提供します

家族経営協定の締結
を促進します

令和6年度
取り組み内容

令和6年度　実施結果令和5年度　実施結果 評価 評価 5年間の総括
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No 令和5年度　実施結果 評価
令和6年度

取り組み内容
令和6年度　実施結果 評価 5年間の総括 担当課事業内容

27

廃棄物対策審議会の開催について広報紙等で
周知しました。また、自治会等を対象にごみ出
前講座を7件実施しました。

B
広報紙等で、廃棄物対策審議会の開催やごみ出前講
座の案内など、市民に市政への参画に関する情報の提
供を行います。

廃棄物対策審議会の開催について、広報等で周知
しました。また、自治会等を対象にごみ出前講座を
２件実施しました。

B

廃棄物対策審議会の開催については広報等によ
る周知による傍聴者がありました。また、パブリッ
クコメントを並行して行うことにより、多くの市民等
のから意見を得ることができました。
ごみ出前講座については、より多くの自治会等に
活用していただけるよう、周知に努めました。

女性リーダーを養成するリーダーシップ・セミ
ナーとして、「女性のための地域力・企画力向上
講座　パワーアップセミナー」をテーマに地域力
及び企画力向上を目的としたセミナーを実施し
ました。

A
女性リーダー養成のための講座をはじめとした啓発講
座を実施し、政策・方針決定過程への参画に向けた人
材を支援します。

女性リーダーを養成するリーダーシップ・セミナーと
して、「チームを強くする！わたしらしいリーダース
キル養成講座(全３回)」を実施しました。

A

女性リーダー養成のための講座を継続的に実施
し、政策・方針決定過程への参画に 向けた人材
を支援してきました。参加者からも好評を得てい
るため、引き続き実施し、経営や地域に参画する
女性を支援します。

令和５年度に５回開催した男女共同参画審議会
の開催情報を広報や市ホームページに掲載し
ました。企画政策課以外でも本会議や委員会の
議会傍聴、パブリックコメント、審議会の委員募
集等において、市民の市政への参画機会を設
けています。

B

広報等で、市民に市政への参画に関する情報の提供を
行います。特に、審議会等委員への女性の登用率向上
を目指し、公募委員への女性の積極的な応募を呼びか
けます。

令和６年度に３回開催した男女共同参画審議会の
開催情 報を広報や市ホームページに掲載しまし
た。企画政策課以外でも本会議や委員会の議会傍
聴、パブリックコメン ト、審議会の委員募集等にお
いて、市民の市政への参画機会を設けています。

A

令和５年４月に施行した「流山市多様性を尊重す
る社会の推進に関する条例」及び、令和６年２月
に開始した「パートナーシップ・ファミリーシップの
届出制度」、令和７年に策定した「第５次男女共同
参画プラン」について、男女共同参画審議会の開
催情報を広報や市ホームページで掲載したほ
か、パブリックコメントを実施し広く意見を募りまし
た。

政策・方針決定過程
への参画に向けた人
材を発掘し登録しま
す

クリーンセンター

企画政策課

企画政策課

26
市政への参画に関す
る情報を提供します
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No 令和5年度　実施結果 評価
令和6年度

取り組み内容
令和6年度　実施結果 評価 5年間の総括 担当課事業内容

No

28

前年度比10％増加 713人

平日0.9時間、休日1.4時間 平日1.0時間、休日1.5時間 平日1.0時間、休日1.5時間 平日1.1時間、休日1.6時間

指標③
（一覧13）

男女共同参画の視点に立った家庭教育に関する講座や子育てイベントを昨年度より多く開催し、市SNSで周知することで意識向上を図りました。また、
市民活動推進センターと連携し、地域活動への参画を促進しました。

事業の達成状況と評価

指標②
（一覧12）

8 2 0 0 100.0%

9.6% 8.7%

1

R5 R6

9

B評価

0

D評価

0

達成度
（A・B評価/事業数）

90%

事業の達成状況と評価

男女共同参画の視点に立った家庭教育に関する講座や子育てイベントを開催し、市SNSで周知することで意識向上を
図り、令和5年度よりも多くの方に参加していただきました。また、市民活動推進センターと連携し、地域活動への参画
を促進しました。

目標
実績

施策の方向　①男女がともに担う家事育児、介護、地域活動への参画の推進

B評価 C評価 C評価D評価
達成度

（A・B評価/事業数）

R3

令和6年度　事業の達成状況と評価

A評価A評価

事業内容

R4

担当課

公民館

男女共同参画の視点
に立った家庭教育に
関する講座等を開催
します

令和5年度　実施結果 評価
令和6年度

取り組み内容
令和6年度　実施結果 評価 5年間の総括

令和５年度は市内小中学校１５校で各１回、市
内全小中学校向けに２回、計１７回の講座を実
施しました。SNS、性、薬物、ジェンダー等をテー
マとした講演会のほか、かけっこ教室（土曜日開
催）を実施し、親子で楽しみながら学べる講座を
実施しました。

B

流山市内在住の小中学生の保護者を対象にした「家庭
教育講座」を開催し、様々な分野の専門家による講演
会等を通して、父親と母親が共に育児に参加するため
の情報提供を行います。
共催者であるPTA組織の有無により、受講の機会が損
なわれることのないように、令和６年度は、小中学校ご
とではなく、市内全小中学校の親子を対象とした家庭教
育講座を中央公民館で開催し、親子で一緒に学び、楽
しむ機会を提供します。

令和6年度は、市内全小中学校の親子を対象とし
た「家庭教育講座」を文化会館ホールで2回実施し
ました。
小中学校合計で29校中21校から参加があり、前年
度より参加校を増やすことができました。サバイバ
ル術（防災と食）など親子で楽しみながら学べる講
演会を実施しました。

A

市内小中学校の保護者を対象とした「家庭教育
講座」を開催し、親子で一緒に学び楽しむ機会を
提供しました。
親子で参加しやすい講演会が実施できるように、
開催日時の配慮や新型コロナウイルス感染症の
対策、小中学校ごとでなく文化会館で開催するな
どの取り組みを行いました。
今後も、親子が参加しやすい講座等を実施できる
ように改善していきます。

平日1.0時間、休日1.6時間

9.0% 8.3% 8.5%

令和5年度　事業の達成状況と評価

指標④
（一覧14）

「男は仕事、女は家事育児」という固定的な見方をしている人の割合

目標
実績

R2 R3 R4 R5 R6

8.6%未満

介護支援サポーター登録者数

R2

男性の家事・育児・介護に費やす時間

目標
実績

R5 R6

697人 704人 682人 689人

R2 R3

平日2.5時間、休日4時間

基本的課題 家庭生活や地域活動における男女共同参画の推進

指標①
（一覧11）

コミュニティ活動参加者の割合

目標
実績

R2 R3 R4

R4 R5 R6

65.0% 63.1% 62.5% 61.4% 60.0% 58.9%
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No 令和5年度　実施結果 評価
令和6年度

取り組み内容
令和6年度　実施結果 評価 5年間の総括 担当課事業内容

29

31

関係部署等と連携を図りながら男女共同参画に
関する情報を自治会に向けて発信していくよう
努めました。

A
引続き、関係部署と連携を図りながら、男女共同参画に
関する情報を自治会に向けて発信していくように努めま
す。

関係部署等と連携を図りながら男女共同参画に関
する情報を自治会に向けて発信していくよう努めま
した。

A
計画の期間中、関係部署と連携を図りながら、男
女共同参画に関する情報を自治会に向けて発信
していくことができました。

母親・父親がともに、育児に積極的に参加出来るような
講座や、親子が共に楽しむことが出来る講座を企画し
ていきます。夏休み期間に、小学生の親子を対象とした
半日程度の体験講座を複数回開催します。夏休み期
間、科学実験講座など、幅広いテーマで講座を実施しま
す。また、冬休みまたは春休み期間中に、小学生とその
保護者を対象とした、生活を送る上で役立つような内容
の体験講座を実施します。講座の参加者募集を行う際
に、父親が講座に積極的に参加できるような雰囲気作
りに努めます。

8月27日（火）に「夏休み親子チャレンジ教室」を実
施し、18組36人が参加しました。8月5日（月）は
「キッチンサイエンス講座」を実施し、こども19名保
護者16名が参加しました。また、2月16日（日）には
「子育てパパのセミナー」を実施し、9名が参加しま
した。
8月1日（木）、12月15日（日）、3月22日（土）は親子
を対象とした料理講座を実施し、計16組32人が参
加しました。

A

父親・母親がともに育児に積極的に参加できるよ
うに「子育てパパのセミナー」「夏休み親子チャレ
ンジ教室」の講座を実施しました。また、親子を対
象とした、ともに楽しむことができる料理講座を実
施しました。
いくつかの講座で参加者の減少が見られました。
そのため、早期の広報活動や開催方法を工夫
し、より多くの参加者を集めることが課題です。
引き続き、父親が講座に積極的に参加できるよう
な雰囲気作りやスムーズな申し込みができるよう
に努めていきます。

引き続き、男女ともに介護支援サポーター登録者の増
加を目指します。

介護支援サポーター養成講座を６回実施し、６５名
（男性９名、女性５６名）が参加、５６名（男性８名、
女性４８名）のサポーター登録がありました。

C

高齢等の理由で登録辞退者が一定数あり、登録
者数は横ばいで推移しました。退職年齢の延長
等、高齢者の活躍の場も多様化していることや、
事業開始から年数が経過し、高齢等の理由によ
る登録辞退者が多くなっていることから、今後は
評価指標の見直しが必要と考えます。

引続き、市民活動推進センターを通じた情報発信に取
組み、地域活動参画に関する市民ニーズに応えられる
よう努めます。

市民活動推進センターと連携し、広報やセンター発
行の情報誌・ＳＮＳを通じ、地域活動参画へのきっ
かけとなるような情報提供に努めました。

A
計画の期間中、市民活動推進センターを通じた情
報発信に取組み、地域活動参画に関する市民
ニーズに応えることができました。

男性が育児に参加す
るための講座等を開
催します

コミュニティ課

公民館

30
市民の地域活動への
参画を促します

８月２０日（日）に「夏休み親子チャレンジ教室」
を実施し、１４組２６人が参加しました。１２月２日
（土）、３月９日（土）は親子を対象とした料理講
座を実施し、計９組１８人が参加しました。また、
２月１８日（日）には、子育て中のパパを対象とし
た「子育てパパのセミナー」を実施し、１３名が参
加しました。３月１０日（日）には、親子で学ぶ防
災講座を実施し、１６組３４人が参加しました。

A

介護支援サポーター養成講座を６回実施し、４５
名（男性１３名、女性３２名）が参加、４２名（男性
１３名、女性２９名）のサポーター登録がありまし
た。

B

市民活動推進センターと連携し、広報やセン
ター発行の情報誌・ＳＮＳを通じ、地域活動参画
へのきっかけとなるような情報提供に努めまし
た。

A

自治会等に人材の育
成を働きかけます

コミュニティ課

高齢者支援課
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No 令和5年度　実施結果 評価
令和6年度

取り組み内容
令和6年度　実施結果 評価 5年間の総括 担当課事業内容

32

33

利用者の声を取り入れながら、各年齢に応じた
イベントを実施しました。

A
児童館・児童センター及び子育て支援センターにおい
て、男女共同参画の視点に立って、子育てのイベントを
企画します。

利用者の声を取り入れながら、各年齢に応じたイ
ベントを実施しました。

両親学級を毎月実施しました。
令和５年度は、土曜日開催を６日（１８回）開催し
ました。（参加人数485人）

A

今後も、両親学級を毎月開催します。
働く女性とそのパートナーが参加しやすいように、土曜
日に年６日（計１８回）開催します。
アンケートをもとに参加者の声を取り入れ、内容を充実
させるよう努めます。

両親学級を毎月実施しました。
令和６年度は、土曜日開催を６日（１８回）開催しま
した。（参加人数511人）

A

働く女性とそのパートナーが参加しやすいように、
令和５年度より土曜日の開催日を設けました。
参加人数の増加に応じ、実施回数を増やしたり、
午後のみ開催のところ午前の開催枠を増やしたり
と、ニーズに合わせた改善を行いました。
今後も参加しやすい環境づくりのための改善を
行っていきます。

A

ママを対象としたイベントだけでなく、パパ向けの
イベントも多数開催し、夫婦による育児参加を促
進しました。
今後も、児童館・児童センター及び子育て支援セ
ンターにおいて、男女共同参画の視点に立った、
子育てのイベントを企画します。

男女共同参画の視点
に立った子育てのイ
ベントを開催します

子ども家庭課

健康増進課
両親学級等を開催し
ます

24



No 令和5年度　実施結果 評価
令和6年度

取り組み内容
令和6年度　実施結果 評価 5年間の総括 担当課事業内容

No

35

A
引続き、関係部署と連携を図りながら、男女共同参画に
関する情報発信に努めます。

コミュニティ課
市民活動推進センターと連携し、関係部署から
提供されたチラシ等の媒体をもとに啓発に努め
ました。

令和6年度　実施結果 評価 5年間の総括

各啓発講座の開催や6月23 ～29日の男女共同参
画記念週間、毎月の女性の生き方相談について、
適宜広報、市ホームページ、市SNS等で情報提供
しました。市民編集員を中心に作成した男女共同
参画社会をめざす情報紙では、流山で頑張る女性
を取り上げました。

令和6年度
取り組み内容

講座やホームページ等を通じて男女が共に担う家事・
育児・介護の在り方について情報提供を行います。ま
た、女性を対象とした講座だけでなく、男性を対象とした
講座を開催し、家事・育児など家庭における男女共同
参画意識の啓発を行います。

子育て中の男性を対象とした「パパスクール２０２
４」を１月11日から３回実施し、子育てを楽しむパパ
同士で、子育てに役立つ情報を学びました。

A

毎年、子育て中の男性を対象とした講座を実施す
ることで、子育てを楽しむコツを学んだり、パパ同
士の交流が生まれるなど、一定の効果があったと
考えます。

企画政策課

子育て中の男性を対象とした「パパスクール２０
２３」を１２月１０日から実施し、パパが子育て中
のママの状況をより理解し、家族がより仲良く過
ごすための秘訣を学びました。

A

地域活動における男
女共同参画意識の啓
発を行います

事業内容

各啓発講座の開催や６月２３～２９日の男女共
同参画記念週間、毎月の女性の生き方相談に
ついて、適宜広報、市ホームページ、市SNS等
で情報提供しました。市民編集員を中心に作成
した男女共同参画社会をめざす情報紙では、流
山市の男女共同参画や性の多様性ついて取り
上げました。

A

講座や市ホームページ等を通じて、地域活動における
男女共同参画に関する情報提供を行い、意識啓発に努
めます。また、市民編集員が作成する男女共同参画社
会をめざす情報紙で、身近な情報を取り上げ、紹介しま
す。

担当課

企画政策課

前年度から継続して市民活動推進センターと連携
し、関係部署から提供されたチラシ等の媒体をもと
に啓発に努めました。

A
計画期間内、関係部署と連携を図りながら、男女
共同参画に関する情報発信を行うことができまし
た。

A

講座や市ホームページ等を通じて、情報提供を行
い意識啓発に努めました。特に、市民編集員が中
心となって作成する情報誌「結ながれやま」では、
男女共同参画に係る本市の現状や活躍する女性
など身近な話題を取り上げる等工夫しました。ま
た、市内の自治会長に女性の占める割合は令和
2年度の5%から令和6年度は8.7%へと向上してい
ます。

令和5年度　実施結果 評価

家事・介護等に対す
る男女共同参画意識
の啓発を行います

施策の方向　②男女の固定的役割分担意識や慣行の解消に向けた啓発

34

25



No 令和5年度　実施結果 評価
令和6年度

取り組み内容
令和6年度　実施結果 評価 5年間の総括 担当課事業内容

No

課長補佐職以上を対象に、令和５年11月１日に
ハラスメント防止研修を実施し、35名の参加が
ありました。
また、コンプライアンス意識の定着を図るため、
令和６年１月25日にコンプライアンス研修を実施
し、41名の参加がありました。

A
課長補佐職以上を対象に、ハラスメント防止研修を実
施し、セクシュアル・ハラスメント等の防止に努めます。

課長補佐職以上を対象に、令和６年11月１日にハ
ラスメント防止研修を実施し、28名の参加がありま
した。
また、コンプライアンス意識の定着を図るため、令
和７年１月29日にコンプライアンス研修を実施し、
41名の参加がありました。

A

課長補佐職以上を対象に、ハラスメント防止研修
を実施し、職員の意識向上に取り組みました。今
後も継続して、職員の意識向上に努めていきま
す。

A評価 B評価 D評価

120 2

①男女の機会の平等と公平な待遇の確保、ハラスメント等の防止に向けた啓発の促進

事業内容

令和5年度　事業の達成状況と評価

担当課

企画政策課

人材育成課

R5 R6

D評価
達成度

（A・B評価/事業数）

21

36

企画政策課

A評価 B評価 達成度
（A・B評価/事業数）

100%

C評価

労働施策総合推進法に基づくパワーハラスメン
ト防止措置の中小企業を含む全ての事業主へ
の義務化について、市ホームページに厚生労働
省のページのリンクを設けるとともに、流山商工
会議所にも情報提供しました。

A
国・県等が発するハラスメントに関する情報収集に努
め、市ホームページ等で随時提供します。

労働施策総合推進法に基づくパワーハラスメント
防止措置の中小企業を含む全ての事業主への義
務化について、市ホームページに厚生労働省の
ページのリンクを設けるとともに、流山商工会議所
にも情報提供しました。

A
商工関係団体には、説明会の実施や資料配布の
ほか、市ホームページで情報提供を行うことで働
きかけを行ってきました。

ハラスメント防止のための講座を開催し、啓発を行いま
す。広報、ホームページ等により、ハラスメント防止と市
及び国・県の相談窓口について情報提供を行います。

令和６年７月６日と13日に「女性のための護身術講
座、親子で学ぼう～心と体のセルフディフェンス
Wen-Do入門～」を開催し、いざという時に自分自身
の心と身体を守る護身術を学びました。また、市
ホームページにもセクシュアル・ハラスメントのペー
ジを設け、啓発を行いました。

A

毎年、ハラスメントに関する講座を実施し、参加者
は気づきを得て、対応方法を学ぶ等一定の効果
はありました。ハラスメント防止に向けては、ハラ
スメントを行う側の啓発も重要であることから、ど
う啓発していくかが今後の課題と考えます。

法改正や男女共同参画について、商工関係団体へ情報提供の機会を設けるとともに、市民向けの啓発講座を開催しました。指標である「職場におい
て『男女の地位が平等になっている』と考える人の割合」は１％増加しました。

事業の達成状況と評価

C評価

96%

事業の達成状況と評価

一部目標が達成できない事業もありましたが、男女平等やハラスメントについて、商工関係団体へ情報提供の機会を
設けるとともに、市民向けの啓発講座を開催しました。

0

令和6年度　事業の達成状況と評価

R4

セクシュアル・ハラス
メントは暴力にあた
り、人権問題であると
いう認識を促します

令和5年度　実施結果 評価
令和6年度

取り組み内容
令和6年度　実施結果 評価 5年間の総括

令和６年２月８日にハラスメントセミナー「ハラス
メントセミナー　女性のためのカウンセリング～
小さな声に耳を傾けて～」を実施し、被害者に寄
り添い、心の再生を目指す女性のためのカウン
セリングについて話がありました。また、市ホー
ムページにもセクシュアル・ハラスメントのペー
ジを設け、啓発を行っています。

A

2 0 0

基本的課題 就業及び労働の場における男女共同参画の推進

38.1% 37.7% 38.2%

指標
（一覧1５）

職場において「男女の地位が平等になっている」と考える人の割合

目標
実績

R2 R3

50.0% 35.4% 37.1%

37

商工関係団体等にセ
クシュアル・ハラスメ
ント防止等に関する
情報の提供を行いま
す
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No 令和5年度　実施結果 評価
令和6年度

取り組み内容
令和6年度　実施結果 評価 5年間の総括 担当課事業内容

38

No

商工振興課

女性農業者が農業経営に反映できるよう、家族
協定を締結する過程で反映できました。

A
女性農業者の意見が農業経営に反映できるよう、情報
提供を行います。

家族経営協定締結案件が無かったため、女性農業
者の意見反映の取り組みができませんでした

D
5年間で締結した１７件の家族経営協定におい
て、女性農業者の意見反映ができました。

パンフレット等による情報提供、就職個別相談及
び就職支援セミナーを実施し啓発しました。

ホームページ掲載等を通じて情報提供に努めま
した。

令和6年度　実施結果 評価 5年間の総括

パンフレット等による情報提供、就職個別相談
及び就職支援セミナーを実施し啓発しました。

A
パンフレット等による情報提供、就職・就労個別相談や
就職支援セミナーを通して啓発に努めます。

パンフレット等による情報提供、就職個別相談及び
就職支援セミナーを実施し啓発しました。

令和5年度　実施結果 評価
令和6年度

取り組み内容

A
課長補佐職以上を対象に、ハラスメント防止研修
を実施し、職員の意識向上に取り組みました。

チラシの配架やホームページ掲載等を通じて情
報提供に努めました。

A
パンフレットの配架やホームページ掲載等を通じて情報
提供に努めます。

A

チラシの配架やホームページ掲載等を通じて情報
提供に努めました。

A

市ホームページに事業主向けのページを設け、
内閣府のページのリンクを掲載し、職場におけ
る男女共同参画について啓発を行いました。ま
た、職員用の掲示板を利用し、職員に対しても
固定的な性別役割分担やアンコンシャス・バイ
アスについて啓発を行いました。

A
広報、市ホームページ等を通じて、固定的性別役割分
担を見直すための情報提供を行います。職員に対して
も、掲示板等を通じて啓発を行います。

市ホームページに事業主向けのページを設け、内
閣府のページのリンクを掲載し、職場における男女
共同参画について啓発を行いました。また、職員に
対しても、研究会や研修等を通じて固定的な性別
役割分担やアンコンシャス・バイアスについて啓発
を行いました。

A

商工関係団体には、説明会の実施や資料配布の
ほか、市ホームページで情報提供を行うことで働
きかけを行ってきました。職員に対しても、研修等
を通じ、固定的な性別役割分担について啓発を
行い、アンケート結果からは一定の効果があった
と伺えます。

課長補佐職以上を対象に、令和５年11月１日に
ハラスメント防止研修を実施し、35名の参加が
ありました。

A 人材育成課

企画政策課

課長補佐職以上を対象としたハラスメント防止研修にお
いて、実践的なケーススタディを用いて、相談者として
のスキルの向上を図ります。

課長補佐職以上を対象に、令和６年11月１日にハ
ラスメント防止研修を実施し、28名の参加がありま
した。

農業振興課

商工振興課

担当課

施策の方向　②多様な働き方を支援するための環境の整備

事業内容

39

就業及び職場におけ
る固定的な性別役割
分担の見直しを図り
ます

セクシュアル・ハラス
メントに関する相談窓
口の対応充実を図り
ます

37

商工関係団体等にセ
クシュアル・ハラスメ
ント防止等に関する
情報の提供を行いま
す

27



No 令和5年度　実施結果 評価
令和6年度

取り組み内容
令和6年度　実施結果 評価 5年間の総括 担当課事業内容

A
国、県等から発出される啓発情報の周知のほ
か、市内企業において、多様な人材が働きやす
い職場環境の形成が進むよう支援しました。

商工関係団体にパンフレット等による情報提供
を行い、国、県等が行う研修会への参加を促し
ます。

流山商工会議所を通じて商工関係団体に男女
共同参画に関する資料の配布を行うとともに、１
２月７日の勤労者互助会、２月８日の常議委員
会にて、男女共同参画に関する説明と資料配付
を行いました。

A
商工関係団体等を対象に、男女共同参画に関する情報
提供や意識啓発を図る機会を年１回設けます。

流山商工会議所を通じて商工関係団体に男女共
同参画に関する資料の配布を行うとともに。令和7
年度からスタートする第5次男女共同参画プランの
概要を配付しました。

商工関係団体にパンフレット等による情報提供
を行い、国、県等が行う研修会への参加を促し
ました。

B

市ホームページに商工関係団体等向けに男女
共同参画のページを設け、啓発しています。ま
た、商工関係団体に男女共同参画に関する資
料の配布を行うとともに、１２月７日の勤労者互
助会、２月８日の常議委員会にて、男女共同参
画に関する説明と資料配付を行いました。

A

法律や制度について国・県からの情報収集に努めま
す。市ホームページ等を通じて、商工関係団体等に情
報提供を行い、法律や制度の適切な活用を呼びかけま
す。

市ホームページに商工関係団体等向けに男女共
同参画のページを設け、啓発しています。また、流
山商工会議所を通じて商工関係団体に男女共同
参画に関する資料の配布を行いました。

市ホームページに育児・介護休業法のページを
設け、厚生労働省ホームページのリンクを掲載
して周知を図っています。また、流山商工会議
所を通じて商工関係団体に男女共同参画に関
する資料の配布を行うとともに、１２月７日の勤
労者互助会、２月８日の常議委員会にて、男女
共同参画に関する説明と資料配付を行いまし
た。

A
国・県等からの情報収集に努め、市ホームページ等を
通じて、商工関係団体等に育児・介護休業制度につい
て周知を図ります。

市ホームページに育児・介護休業法のページを設
け、厚生労働省ホームページのリンクを掲載して周
知を図っています。また、流山商工会議所を通じて
商工関係団体に男女共同参画に関する資料の配
布を行いました。

A
制度改正時に合わせ、適宜、市ホームページへ
の掲載や資料配布等で情報提供を行いました。

パンフレット等による情報提供を行い、国、県等
が行う研修会への参加を促しました。

B

商工関係団体に対してパンフレット等による情報提供を
行い、国、県等が行う研修会への参加を促します。市内
企業において、多様な人材が働きやすい職場環境の形
成が進むよう支援します。

商工関係団体に対してパンフレット等による情報提
供を行い、国、県等が行う研修会への参加を促しま
した。市内企業において、多様な人材が働きやす
い職場環境の形成が進むよう支援しました。

商工関係団体に対してパンフレット等による情報提供を
行い、国、県等が行う研修会への参加を促します。市内
企業において、多様な人材が働きやすい職場環境の形
成が進むよう支援します。

商工関係団体に対してパンフレット等による情報提
供を行い、国、県等が行う研修会への参加を促しま
した。市内企業において、多様な人材が働きやす
い職場環境の形成が進むよう支援しました。

A
国、県等から発出される啓発情報の周知のほ
か、市内企業において、多様な人材が働きやす
い職場環境の形成が進むよう支援しました。

B

市ホームページへの掲載や資料配布、説明会等
を行い情報提供に努めました。特に、多様性を尊
重する社会の推進に関する条例や、パートナー
シップ・ファミリーシップの届出制度について周知
することで、多様な人材が働きやすい環境につい
て考える機会を設けました。

商工関係団体にパンフレット等による情報提供を行い、
国、県等が行う研修会への参加を促します。

商工関係団体にパンフレット等による情報提供を
行い、国、県等が行う研修会への参加を促しまし
た。

A

施策の方向　③女性の就職・再就職への支援

42

商工関係団体等に、
働く男女が法律や制
度を活用できる職場
の雰囲気づくりを働き
かけます

商工振興課

企画政策課

商工振興課

企画政策課

商工振興課
啓発情報の周知や国、県等が行う研修会への参
加を促しました。

A

市ホームページへの掲載や資料配布、説明会等
を行い情報提供に努めました。特に、多様性を尊
重する社会の推進に関する条例や、パートナー
シップ・ファミリーシップの届出制度について周知
することで、多様な人材が働きやすい環境につい
て考える機会を設けました。

A

企画政策課

41
商工関係団体等に育
児・介護休業制度の
周知を図ります

40

商工関係団体等を対
象として、男女がとも
に働きやすい職場環
境をめざし、講座等を
開催します

28



No 令和5年度　実施結果 評価
令和6年度

取り組み内容
令和6年度　実施結果 評価 5年間の総括 担当課事業内容

No

43

No 5年間の総括評価

ジョブサポート流山で職業相談・紹介、就職個別
相談を引き続き実施し、就職支援に努めまし
た。

A

ハローワーク松戸と共同運営するジョブサポート流山で
ハローワーク相談員による職業相談・紹介を実施する
他、市で実施する就職・就労個別相談を実施して求職
者への支援に努めます。

ハローワーク松戸と共同運営するジョブサポート流
山でハローワーク相談員による職業相談・紹介を
実施する他、市で実施する就職・就労個別相談を
実施して求職者への支援に努めました。

A
ジョブサポート流山で職業相談・紹介、就職個別
相談を実施し、就職支援を図りました。

働きたいと考えている女性を対象に、９月１４日
から「再就職応援セミナーお仕事再チャレンジ講
座～ファーストステップを踏み出してみよう！～
（全３回）」を実施しました。

働きたいと考えている女性を対象に、９月１４日
から「再就職応援セミナーお仕事再チャレンジ講
座～ファーストステップを踏み出してみよう！～
（全３回）」を実施しました。

A

働きたいと考えている女性のための講座を開催し、再
就職に必要な知識等について情報提供します。また、
育児休暇中の人を対象にさまざまな情報提供を行う講
座も開催します。

働きたいと考えている女性を対象に、令和６年９月
１９日と２６日に「女性のための再就職応援セミ
ナー、自分発見！お仕事発見！～わたしらしい働
き方を探そう～（全２回）」を実施しました。

A

働きたいと考えている女性に対して、講座等を開
催し支援を行いました。新型コロナウイルス感染
症拡大時の就活においては、オンライン面接での
対応方法など、状況に即した講座を実施しまし
た。

就職個別相談やセミナーを実施し、就職に必要
な情報の提供に努めました。

A
就職・就労個別相談や就職支援セミナーを通して必要
な情報の提供及び支援に努めます。

ジョブサポート流山でハローワーク松戸と連携した
職業相談・紹介を実施する他、市で実施する就職・
就労個別相談や就職支援セミナーを実施して求職
者への支援に努めました。

令和6年度
取り組み内容

令和6年度　実施結果 評価 5年間の総括令和5年度　実施結果 評価

公共職業安定所と協
力して就業相談を行
います

担当課

商工振興課

担当課

44
女性の再就職を支援
します

施策の方向　④法律や制度への理解の促進

45

企画政策課

商工振興課

企画政策課

商工振興課

女性の再就職のため
に必要な資格、技能
取得に関する情報の
提供及び講座を開催
します

令和5年度　実施結果

A

働きたいと考えている女性に対して、講座等を開
催し支援を行いました。新型コロナウイルス感染
症拡大時の就活においては、オンライン面接での
対応方法など、状況に即した講座を実施しまし
た。

ジョブサポート流山で職業相談・紹介、就職個別
相談やセミナーを実施し、就職支援に努めまし
た。また、他の機関と連携して支援に努めまし
た。

A

ジョブサポート流山でハローワーク松戸と連携した職業
相談・紹介を実施する他、市で実施する就職・就労個別
相談や就職支援セミナーを実施して求職者への支援に
努めます。

ジョブサポート流山でハローワーク松戸と連携した
職業相談・紹介を実施する他、市で実施する就職・
就労個別相談や就職支援セミナーを実施して求職
者への支援に努めました。

A
ジョブサポート流山で職業相談・紹介、就職個別
相談やセミナーを実施し、就職支援を図りました。
また、他の機関と連携して支援を図りました。

評価
令和6年度

取り組み内容
令和6年度　実施結果事業内容

A
働きたいと考えている女性のための講座を開催します。
国・県等が実施する講座や支援制度についても、市
ホームページ等を通じて情報提供します。

働きたいと考えている女性を対象に、令和６年９月
１９日と２６日に「女性のための再就職応援セミ
ナー、自分発見！お仕事発見！～わたしらしい働
き方を探そう～（全２回）」を実施しました。

事業内容

A
就職個別相談やセミナーを実施し、就職に必要な
情報の提供を図りました。
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No 令和5年度　実施結果 評価
令和6年度

取り組み内容
令和6年度　実施結果 評価 5年間の総括 担当課事業内容

46

48

ホームページ等に情報を掲載するほか、パンフ
レット等を地域職業相談室に配架し、働き方や
働く上で必要な各種法制度の周知を図りまし
た。

A
啓発文書を配架する他、関連する制度について市ホー
ムページに掲載する等して周知します。

ホームページ等に情報を掲載するほか、パンフレッ
ト等を地域職業相談室に配架し、働き方や働く上で
必要な各種法制度の周知を図りました。

A
ホームページ等に情報を掲載するほか、パンフ
レット等を地域職業相談室に配架し、働き方や働
く上で必要な各種法制度の周知を図りました。

市ホームページに商工関係団体等向けに男女
共同参画のページを設け、啓発しています。ま
た、商工関係団体に男女共同参画に関する資
料の配布を行うとともに、１２月７日の勤労者互
助会、２月８日の常議委員会にて、男女共同参
画に関する説明と資料配付を行いました。

A
商工関係団体等を対象とした、男女共同参画に関する
情報提供や意識啓発を図る機会を年１回設けます。

市ホームページに商工関係団体等向けに男女共
同参画のページを設け、啓発しています。また、流
山商工会議所を通じて商工関係団体に男女共同
参画に関する資料の配布を行うとともに、令和7年
度からスタートする第5次男女共同参画プランの概
要を配付しました。

B

資料配布や説明会等を行い情報提供に努めまし
た。特に、多様性を尊重する社会の推進に関する
条例や、パートナーシップ・ファミリーシップの届出
制度について周知することで、多様な人材が働き
やすい環境について考える機会を設けました。

商工関係団体にパンフレット等による情報提供
を行い、国、県等が行う研修会への参加を促し
ました。

A
商工関係団体にパンフレット等による情報提供を行い、
国、県等が行う研修会への参加を促します。

商工関係団体にパンフレット等による情報提供を
行い、国、県等が行う研修会への参加を促しまし
た。

A
啓発情報の周知や国、県等が行う研修会への参
加を促しました。

商工関係団体にパンフレット等による情報提供
を行い、国、県等が行う研修会への参加を促し
ました。

A
商工関係団体にパンフレット等による情報提供を行い、
国、県等が行う研修会への参加を促します。

商工関係団体にパンフレット等による情報提供を
行い、国、県等が行う研修会への参加を促しまし
た。

A
啓発情報の周知や国、県等が行う研修会への参
加を促しました。

47

商工関係団体等を対
象にした男女共同参
画に関する講演会を
開催します

商工関係団体等に法
律セミナー等の開催
を働きかけます

商工振興課

企画政策課

商工振興課

公共職業安定所等と
協力して法律や制度
を周知します

商工振興課
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No

令和６年２月８日にハラスメントセミナー「ハラス
メントセミナー　女性のためのカウンセリング～
小さな声に耳を傾けて～」を実施し、被害者に寄
り添い、心の再生を目指す女性のためのカウン
セリングについて話がありました。また、市ホー
ムページにもセクシュアル・ハラスメントのペー
ジを設け、啓発を行っています。さらに、内閣府
のDV相談窓口等を広報や市ホームページに掲
載しました。

A
ＤＶ防止に関する講座を年１回以上開催します。
また、広報、市ホームページ等により、市や県、内閣府
のＤＶ相談窓口等の情報提供を行います。

令和６年７月６日と13日に「女性のための護身術講
座、親子で学ぼう～心と体のセルフディフェンス
Wen-Do入門～」を開催し、いざという時に自分自身
の心と身体を守る護身術を学びました。また、市
ホームページにもセクシュアル・ハラスメントのペー
ジを設け、啓発を行っています。また、内閣府のDV
相談窓口等を広報や市ホームページに掲載しまし
た。

A

毎年、DV防止のための講座を開催するとともに、市
及び国・県の相談窓口についても、相談先が記載さ
れたカードの配架や、広報、市ホームページへの掲
載等で情報提供を行いました。「女性の生き方相談」
は、相談件数の増加に対応するため、令和４年度か
らは、月３回から月４回へと１日増設しました。4月の
「若年層の性暴力被害予防月間」や、11月の「女性
に対する暴力をなくす運動」実施期間に合わせて、
広報や市ホームhページ、SNS等で啓発を行いました

職員の資質の向上と業務の適切な実施を確保
するため、県が実施するDV研修会等への参加
や、広報誌やホームページでDV防止に関する
意識の啓発、相談窓口の案内を行いました。

A
引き続き、虐待に関する意識啓発のための研修会や啓
発活動・情報提供を実施します。

11月に市内公共施設にて児童虐待・DV防止のパ
ネル展を開催するとともに、広報誌やホームページ
でのDV防止に関する啓発活動を実施しました。ま
た、県が実施するDV研修会等へ参加し、業務の適
切な実施や職員の資質の向上に努めました。

A

年1回の児童虐待・DV防止のパネル展を市内の公
共施設で開催することを計画的に実施するとともに、
多くの市民が目にしやすい広報誌やホームページを
活用してDV防止の啓発と相談窓口の案内を行いま
した。

DVや虐待の防止についての意識啓発のために講演や研修、情報発信を積極的に行い、必要に応じて関係機関と情報
共有し必要な支援を行いました。

DVや虐待に関する講座や研修を開催し、市民や職員、関係機関の知識や意識の向上を図りました。また、関係機関と連携しながら相談体制を充実さ
せていくとともに、適切な支援を行えるよう、関係機関で連携しました。

49
DV防止のための意
識啓発を行います

事業内容

施策の方向　①DVや虐待等、あらゆる暴力を許さない意識啓発

令和5年度　実施結果 評価
令和6年度

取り組み内容

企画政策課

子ども家庭課

担当課令和6年度　実施結果 評価 5年間の総括

毎月１日号では「健康保健あんない」コーナーに
おいて松戸保健福祉センター（松戸保健所）が
実施するＤＶ相談や、市で実施している各種相
談についても、周知を図りました。

A
関係機関との連携のもと、広報紙等へ必要な情報を掲
載するよう努めます。

毎月１日号では「健康保健あんない」コーナーにお
いて松戸健康福祉センター（松戸保健所）が実施す
るＤＶ相談や、市で実施している各種相談について
も、周知を図りました。

A
計画どおり、関係機関との連携のもと、広報紙等へ
必要な情報を掲載しました。

秘書広報課

Ⅲ　生涯を通して誰もが健康で安心して暮らせる社会づくり

基本的課題 女性、男性、高齢者、子ども、障害者等に対するあらゆる暴力の根絶

令和5年度　事業の達成状況と評価 令和6年度　事業の達成状況と評価

A評価 B評価
達成度

（A・B評価/事業数）
A評価 B評価 C評価 D評価

18 0

D評価 達成度
（A・B評価/事業数）

0 100%0

C評価

事業の達成状況と評価 事業の達成状況と評価

18 0 0 0 100%
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8月に児童や保護者と接する機会の多い学校や保
育所等の職員を対象としたDV防止を含めた児童虐
待に関する研修会を開催し、意識啓発に努めまし
た。また、市内小・中学校や医療機関・歯科医療機
関等へ児童虐待防止に関するパンフレット配布と
ポスター掲示を依頼し、啓発活動を実施しました。

A

児童虐待防止に関する関係機関への研修会の実施
や、関係機関へのパンフレットの配布、ポスター掲示
や広報誌・ホームページへの掲載などを実施し、児
童虐待に関する意識啓発と相談窓口の周知に努め
ました。

A
引き続き、虐待に関する意識啓発のための研修会や啓
発活動・情報提供を実施します。

介護保険者として、高齢者虐待防止への理解を深
め、介護サービス事業者等との連携を図りました。

A

高齢者虐待防止ネットワーク会議に委員として参加
し、虐待防止に関する理解を深めるとともに、介護
サービス事業者との情報共有や意見交換を行うこと
で連携強化を図りました。

令和５年度においても流山市民まつり合わせ権
利擁護部会委員と流山セントラルパーク駅前に
て啓発グッズを配布しました。また、障害福祉事
業所向けに差別・虐待防止研修を行い意識啓
発に努めました。

A
令和6年度においても継続して窓口等での意識啓発に
努め、イベント時や研修会等の機会を通じ、さらに普及
啓発を行います。

窓口等での意識啓発に努めました。
また、流山市民まつり合わせての権利擁護部会委
員と合同での流山セントラルパーク駅前での啓発
グッズ配布も継続しました。

A

窓口等での啓発については、全期間を通じて実施し
ました。
啓発グッズの配布については、令和２年度～令和４
年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため中
止しましたが、令和５年度から再開することができま
した。

専門職向けの高齢者虐待防止ネットワークの研
修会を１月１８日にオンラインで１回開催し、ケア
マネジャー等90人が参加しました。虐待防止の
パンフレットを関係機関に配布し周知に努めまし
た。また。ネットワーク会議内にて、活発な意見
交換を通じて関係機関の連携強化に努めまし
た。

A
高齢者虐待防止ネットワークの研修会を1回実施しま
す。虐待防止のパンフレットを関係機関に配布します。

専門職向けの高齢者虐待防止ネットワークの研修
会を１月２８日にオンラインで１回開催し、ケアマネ
ジャー等70人が参加しました。虐待防止のパンフ
レットを関係機関に配布し周知に努めました。さら
に、虐待防止のポスターを市民向けに作成し、周知
に努めました。また。ネットワーク会議内にて、活発
な意見交換を通じて関係機関の連携強化に努めま
した。令和６年度にはネットワーク会議にてマニュ
アルの改訂について検討しました。

A

専門職向けの高齢者虐待防止ネットワークの研修会
を、コロナ感染症の影響で実施しなかった令和2年度
を除き、年１回開催し、ケアマネジャー等の介護関係
者に高齢者虐待の早期発見・早期対応・再発防止に
ついて普及啓発を図りました。虐待防止のパンフレッ
トを関係機関に配布、虐待防止のポスターを事業所
向け及び市民向けに作成し、周知に努めました。ま
た。ネットワーク会議内にて、活発な意見交換を通じ
て関係機関の連携強化に努めました。令和６年度に
はネットワーク会議にてマニュアルの改訂について
検討し、令和７年４月に改訂版を発行しています。

子ども家庭課

虐待防止のための意
識啓発を行います

介護支援課

障害者支援課

高齢者虐待防止ネットワークに委員として参加
し、介護サービス事業者等との連携を図りまし
た。

A
高齢者虐待防止ネットワークに委員として参加し。介護
サービス事業者等との連携を図ります。

８月に児童や保護者と接する機会がある機関の
職員を対象にDVを含めた児童虐待に関する研
修会を開催しました。

50

高齢者支援課
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No

DV相談があった際には、関係機関と連絡を密
にし、必要な情報の収集及び提供を行い、適切
な保護を実施しました。

A
引き続き、緊急一時保護等について、関係機関と連携
を密に図り、必要な情報の収集・提供を行うとともに、適
切に保護を行います。

相談があった際には、関係機関と連絡を密にし、速
やかに必要な情報の収集及び提供を行い、適切な
保護を実施しました。

A

平時から関係機関との連携強化に努め、相談があっ
た際には速やかな必要情報の収集及び提供を行
い、関係機関との連絡を密にすることで、適切な保
護を実施しました。

内閣府のDV相談窓口を広報や市ホームページ
に掲載するとともに、市役所内のトイレに相談先
のカードを配架しました。また、市の女性の生き
方相談利用者でDV被害や虐待が疑われるケー
スについて、子ども家庭課と情報共有を行いま
した。

A
DV相談窓口等の周知を図るとともに、必要に応じて相
談者に緊急一時保護等の情報の提供を行い、他部署と
連携して対応します。

内閣府のDV相談窓口を広報や市ホームページに
掲載するとともに、市役所内のトイレに相談先の
カードを配架しました。また、市の女性の生き方相
談利用者でDV被害や虐待が疑われるケースにつ
いて、子ども家庭課と情報共有を行いました。

A
関係部署と連携して、緊急時の情報共有及び情報
提供に努めました。

5年間の総括

関係機関との連携のもと、広報紙等へ必要な情
報を掲載しました。
また、DVに関する相談を受けた場合は、弁護士
による法律相談を案内すると共に、適切な関係
機関に情報共有しました。

A

関係機関との連携のもと、広報紙等へ必要な情報を掲
載するよう努めます。
また、DVに関する相談を受けた場合は、弁護士による
法律相談を案内すると共に、適切な関係機関に繋ぎま
す。

関係機関との連携のもと、広報紙等へ必要な情報
を掲載しました。
また、DVに関する相談を受けた場合は、弁護士に
よる法律相談を案内すると共に、適切な関係機関
に情報共有しました。

A

計画どおり、関係機関との連携のもと、広報紙等へ
必要な情報を掲載しました。
また、DVに関する相談を受けた場合は、弁護士によ
る法律相談を案内すると共に、適切な関係機関に情
報共有しました。

DVが疑われる事例について、関係機関との連
携を密にし、緊急一時保護等の対応により、今
後の見通しがつかない相談者に対して、速やか
な生活保護制度の決定を行いました。

A

関係機関との情報共有化等連携体制を密にし、保護事
務の適正化を図るとともに、民生委員等のネットワーク
を活用し、市民からのSOSの声に対して機動的かつ適
正に対応します。

関係機関との連携を図り、必要な情報の収集や提
供を行い、適切な対応を実施しました。

A
関係機関と連携のうえ、生活の見通しが立たない相
談者に対しては、生活保護制度の活用をご案内し、
決定を行いました。

地域包括支援センターや警察など関係機関と連
携し、情報共有や適切な保護を行いました。ま
た保護に至るまでの支援や保護後の支援につ
いて関係機関との情報共有や検討を行いまし
た。

A
引き続き地域包括支援センターや警察など関係機関と
連携し、情報共有や適切な保護を行います。

地域包括支援センターや警察など関係機関と連携
し、情報共有や適切な保護を行いました。また保護
に至るまでの支援や保護後の支援について関係機
関との情報共有や検討を行いました。

A

地域包括支援センターや警察など関係機関と連携
し、情報共有や適切な保護を行いました。また保護
に至るまでの支援や保護後の支援について関係機
関との情報共有や検討を行いました。今後も継続し
て各関係機関と連携し、高齢者の支援を行います。

子ども家庭課

51

令和5年度　実施結果 評価
令和6年度

取り組み内容

高齢者支援課

社会福祉課

施策の方向　②被害者支援のための連携体制の整備

企画政策課

緊急一時保護等に関
する情報の収集と提
供に努め、広域的な
取組を推進します

令和6年度　実施結果 評価 担当課事業内容

秘書広報課
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配偶者暴力相談支援センター等関係機関と連
携し、迅速に緊急避難に係る手続き等支援を行
いました。

A
引き続き、相談者が安心できるよう、配偶者暴力相談支
援センター等関係機関と連携し、迅速に緊急避難に係
る手続き等について支援します。

警察や女性サポートセンター、母子生活支援施設
等の関係機関と連携し、相談者が安心できるように
迅速な緊急避難に係る手続等を支援しました。

A
迅速な緊急避難ができるように、職員間で手続きに
関する情報を共有するとともに、関係機関と連携し、
各種手続き等の支援を実施しました。

支援措置申出者の権利義務を遵守することに
努めました。

A
引き続き増加傾向にある支援措置申出に対して、相談
機関とも十分な連携を図りながら、住民基本台帳法に
基づき適切な運用に努めます。

支援措置申出に対して、関係機関と連携を図り、住
民基本台帳法に基づき適切な運用をしました。

A

支援措置申出者はこの5年間で増加しましたが、各
申出に対し住民基本台帳法に基いづいた適切な運
用及び丁寧な対応を心掛け、同申出者の権利義務
を遵守しました。

DV被害者に対し、緊
急避難時の手続等を
支援します

52

子ども家庭課

市民課
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No

地域包括支援センターや警察など関係機関と連
携強化に努めました。

A 引き続き地域の関係機関との連携強化を図ります。
地域包括支援センターや警察など関係機関と連携
強化に努めました。

A
地域包括支援センターや警察など関係機関と連携
強化に努めました。引き続き地域の関係機関との連
携強化を図ります。

毎月第１、２、３、４金曜日に女性の生き方相談
を実施し、必要に応じて関係部署と情報共有を
行いました。市ホームページや広報、周知カード
等で市民に相談業務の周知を図るとともに、内
閣府等のDVや性暴力の相談専用ダイヤルの周
知を行いました。

A

毎月第１、２、３、４金曜日に男女共同参画の視点や専
門的な知識を持った女性相談員等による女性の生き方
相談を実施し、必要に応じて他部署と連携してDV等の
相談にも対応します。毎月の広報やホームページ、周
知カード等で市民に相談窓口の周知を図ります。

毎月第１、２、３、４金曜日に女性の生き方相談を
実施し、必要に応じて関係部署と情報共有を行い
ました。市ホームページや広報、周知カード等で市
民に相談窓口の周知を図るとともに、内閣府等の
DVや性暴力の相談専用ダイヤルの周知を行いま
した。

A

市及び国・県の相談窓口について、相談先が記載さ
れたカードの配架や、広報、市ホームページへの掲
載等で情報提供を行いました。「女性の生き方相談」
は、相談件数の増加に対応するため、令和４年度か
らは、月３回から月４回へと１日増設しました。

令和5年度　実施結果 評価
令和6年度

取り組み内容
令和6年度　実施結果 評価 5年間の総括

53
暴力等について、相
談体制の充実を図り
ます

要保護児童対策地域協議会等に参加し、適切
な対応について関係機関と連携し、支援体制の
構築に努めました。

A
引き続き要保護児童対策地域協議会等に参加し、適切
な対応について検討するとともに、関係機関と連携し支
援体制の構築に努めます。

毎月開催される要保護児童対策地域協議会実務
者会議に参加し、多職種での情報共有と対応策に
ついて検討を行いました。会議後支援ケースの状
況を担当保健師と共有し、支援の方向性の統一を
図りました。

A
支援ケースの情報共有や検討を通じて、庁内外の関
係機関との連携や支援体制を構築しました。

配偶者暴力相談支援センターや児童相談所等
関係機関と連携し、適切な相談や支援に努めま
した。

A
引き続き、相談対応のスキルアップのための研修会を
受講したり、関係機関との意見交換会に参加し、適切な
相談や支援が実施できるよう努めていきます。

相談対応のスキルアップのための研修会を2回開
催し、職員の資質の向上や関係機関との連携強化
に努めました。また、県等の研修会にも積極的に参
加し、適切な相談や支援が実施できるように努めま
した。

A

研修会や会議等を通して、児童相談所や女性サ
ポートセンター、警察等の関係機関との連携強化を
図りました。また、相談対応の専門的知識の習得や
資質向上に努め、相談体制充実を図りました。

担当課事業内容

施策の方向　③相談体制の充実

企画政策課

健康増進課

高齢者支援課

子ども家庭課
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54

A

様々な課題を抱え、解決の糸口を求めて来所される相
談者に対して、専門の相談員が相談者に寄り添う形で
真摯に対応します。社会資源の活用が可能な場合は、
当該支援機関に繋げるとともに、保護の要件を満たして
いる要保護者に対して、スムーズな申請に向けた支援
を行います。

新規の相談者が169人、延べ相談回数が1,451回と
なりました。
様々な課題を抱える相談者に対し、関係機関と連
携し、つなぎ支援及び自立支援を行いました。
また、すぐに解決しない相談者に対しても継続して
支援を行っております。

A

R2～6年年度はコロナ禍・物価高騰により収入の減
少等で生活困窮に陥るケースが多くあったことで、年
度によって多くの相談者がありました。
R6年度末時点では相談者数は減少傾向にあります
が、事業開始から10年が経過し、様々な課題を抱
え、複合的な支援及び長期間に渡る支援を必要とす
る相談者が増加しています。
R7年度以降も複雑化する相談内容に対し、支援相
談員が寄り添って支援を行ってまいります。

市営住宅の入居について、広報により情報提供
を行い、窓口においても相談を行いました。

A
年２回の市営住宅入居募集を行い、募集実施について
広報で周知し相談に応じます。
また、相談の内容に応じて関係課と連携していきます。

市営住宅の入居について、広報により情報提供を
行い、窓口においても相談を行いました。

A

市営住宅の入居について、広報により情報提供や、
窓口においての相談を行いました。
また、相談内容に応じて関係課と連携を行いました。
引き続き、広報で周知し相談に応じます。

基本的課題

-

市が実施しているひとり親施策を知っている人の割合

目標
実績

R2 R3
指標①
（一覧１６）

67.8%

令和2年11月診療分から現物給付を開始し、制度の
拡充を図ったことにより、助成件数はこの5年間で増
加しました。
今後も引き続き、申請や問い合わせに対して丁寧な
案内を行い、ひとり親家庭等への医療費助成を行う
ことで経済的負担の軽減を図っていきます。

様々な課題を抱える相談者に対し、専門の相談
員が相談者の立場に立って助言等を行い、相
談者の保護申請の意思が確認された際には、
スムーズに申請が行えるよう支援を行いまし
た。

達成度
（A・B評価/事業数）

子ども家庭課

社会福祉課

C評価 D評価

0

施策の方向　①さまざまな困難を抱えている人へのきめ細やかな支援

建築住宅課

B評価

担当課

D評価 A評価 B評価

0

ひとり親家庭等への
医療費を助成します

0

55

事業内容

100%0

評価 5年間の総括

A

前年度から継続して、ひとり親家庭等の父母等及びそ
の児童に係る医療費等を現物給付、又は償還払いで助
成することにより、ひとり親家庭等の困難を抱えている
人への経済的負担の軽減を図ります。

前年度から継続して、ひとり親家庭等の父母等及
びその児童に係る医療費等を現物給付、又は償還
払いで助成することにより、ひとり親家庭等の困難
を抱えている人への経済的負担の軽減を図りまし
た。

令和5年度　実施結果 評価
令和6年度

取り組み内容
令和6年度　実施結果

ひとり親や生活困窮者、障害者や高齢者などさまざまな困難を抱えている方に対して各種相談窓口や支援を行いまし
た。生涯を通じた健康づくりについては、一部、検診の受診率が低い等の課題もありますが、さまざまな広報ツールを活
用し、市民に情報提供や啓発を行いました。

79.0%

R4

82.0%

70.0% 60.5%

81.1%82.8%

指標②
（一覧１７）

80.2% 80.0%

生きがいを感じる高齢者の割合

令和5年度　事業の達成状況と評価

R2

A

R5

R6

C評価
達成度

（A・B評価/事業数）
A評価

目標
R3

- 67.7%

誰もが健康で安心して暮らせるしくみづくり

R4 R5

実績

令和6年度　事業の達成状況と評価

R6

17 1

事業の達成状況と評価

生活困窮者への支援
をします

18

専門の相談員の配置や相談実施日を増やすなど相談体制を充実させるとともに、適切な相談窓口に繋がることができるよう、情報提供を行いました。
また、講座を行うことで意識醸成の機会を増やしました。

事業の達成状況と評価

100%0

ひとり親家庭等の父母等及びその児童に係る
医療費等を現物給付、又は償還払いで助成す
ることにより、ひとり親家庭等の困難を抱えてい
る人への経済的負担の軽減を図りました。
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58

県が開催する研修会等に参加し、男女共同参
画の視点に立った相談を実施しました。

A
引き続き、男女共同参画に関する研修会に積極的に参
加し、相談員の意識と質の向上を図ります。

男女共同参画に関する研修会に参加し、相談員の
意識向上に努め、相談対応の質の向上に努めまし
た。

A

児童虐待やDV,女性に関する相談は増加しており、
相談員の質や意識の向上のために研修会への積極
的な参加に努め、男女共同参画の視点を持った相
談対応を実施しました。

毎週2回、弁護士による法律相談を開催し、DVに関する
相談については併せて適切な関係機関をご案内しま
す。

毎週2回、弁護士による法律相談を開催し、DVに関
する相談については併せて適切な関係機関に連絡
できるよう努めました。

要介護認定に係る申請受付から各種相談につい
て、窓口、電話、訪問調査時において、丁寧に話を
伺い、必要な情報提供を行いました。引き続き、わか
りやすい説明に努めます。

高齢者なんでも相談室への相談件数は、年々増加
しており、周知されていると考えられます。引き続き、
周知を図ります。また、相談内容は複雑化しており、
各関係機関と連携を強化し、支援していきます。

A

毎週2回、弁護士による法律相談を開催し、DVに関
する相談については併せて適切な関係機関に連絡
しました。なお、令和４年２月から、電話による相談を
開始しました。

さまざまな困難を抱える女性の相談窓口として、
毎月第１、２、３、４金曜日に女性の生き方相談
を実施しました。

A
男女共同参画の視点や専門的な知識を持った相談員
による女性の生き方相談を毎月第１、２、３、４金曜日に
実施します。

男女共同参画の視点や専門的な知識を持った相
談員による女性の生き方相談を毎月第１、２、３、４
金曜日に実施しました。

A

市及び国・県の相談窓口について、相談先が記載さ
れたカードの配架や、広報、市ホームページへの掲
載等で情報提供を行いました。「女性の生き方相談」
は、相談件数の増加に対応するため、令和４年度か
らは、月３回から月４回へと１日増設しました。

令和5年度　実施結果 評価
令和6年度

取り組み内容
令和6年度　実施結果 評価 5年間の総括

要介護認定の申請受付、電話応対、訪問調査
等において、介護サービスに係る相談等を受け
た際は、丁寧に話を伺い、必要な情報提供等を
行いました。

A
引き続き、介護保険要介護認定申請時や要介護認定
訪問調査の際に、最新の状況を含めた介護サービスの
情報を提供するよう努めます。

窓口での対応、電話での問い合わせ及び訪問調
査対応に際し、介護保険制度やサービスに係る相
談等を受けた際は、丁寧に話を伺い、必要な情報
提供に努めました。

A

相談者の状況に合わせた対応に努めました。 A 引き続き相談者の状況に合わせた対応に努めます。
引き続き相談者の状況に合わせた対応に努めまし
た。

A
機械的な対応ではなく、相談者の状況に合わせ、丁
寧な対応に努めました。

窓口にチラシを配架するほか、来所された市民
や電話相談された市民へ総合相談窓口として
広報やホームページ等で「高齢者なんでも相談
室」の周知を行いました。

A 引き続き「高齢者なんでも相談室」の周知を図ります。

窓口にチラシを配架するほか、来所された市民や
電話相談された市民へ総合相談窓口として広報や
ホームページ等で「高齢者なんでも相談室」の周知
を行いました。

A

秘書広報課

施策の方向　②高齢者や障害者が安心して暮らすための支援

企画政策課

毎週2回、弁護士による法律相談を開催し、DV
に関する相談については併せて適切な関係機
関に連絡できるよう努めました。

A

一人ひとりの悩みに
応じた相談ができる
よう、各種相談体制
を充実します

事業内容

男女共同参画の視点
に立った相談を行い
ます

保険年金課

介護支援課

子ども家庭課

担当課

介護保険事業の普及
啓発を図ります

57

高齢者支援課

56
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No

62

A

相談者等の希望により、オンラインまたは対面型の
相談会を行いました。
引き続き、広報及びホームページにより周知に努
め、相談会を行います。

令和5年度　実施結果 評価
令和6年度

取り組み内容
令和6年度　実施結果 評価 5年間の総括

節目年齢（40歳）に受診券を個別送付し、受診
勧奨を行いました。また、より多くの市民に周知
できるようポスター掲示によるがん検診の啓発
を行いました。乳児健診時を利用し、乳房を意
識する生活習慣について啓発しました。小学生
を対象にがんに関する知識をテーマに健康教育
を実施しました。

A

広報や様々な機会を活用し、検診の重要性について積
極的な啓発を行います。 節目年齢（20,30,40,50歳）を迎
える住民に受診券を個別送付します。がん検診後に精
密検査対象となった方が確実に医療に繋がるように個
別通知や電話による受診勧奨を行います。がん検診の
利便性の向上のため集団検診の子宮頸がん検診と乳
がん検診（マンモグラフィ検査）を同日に受けられる日を
設けます。随時、健康教育を実施します。

広報や様々な機会を活用し、がん検診の重要性に
ついて啓発を行いました。また、節目年齢（20、30、
40、50歳）を迎える住民に受診券を個別送付し、受
診勧奨を行いました。しかし、がん検診全体の受診
率は依然として低い状況です。がん検診の利便性
向上のため、集団検診の子宮頸がん検診と乳がん
検診（マンモグラフィ検査）を同日に受けられる日を
設け、受診の予約枠は全て埋まりました。がん検診
後に精密検査対象となった方へ個別通知や電話に
よる受診勧奨を行ったことで、精密検査受診率は
向上しました。市内小学校2校の児童に対し、健康
教育を実施しました。

B

様々な機会の場を用いた啓発活動や受診券の個別
送付による受診勧奨を行いましたが、受診率が低い
状況は変わりませんでした。令和6年度の取り組み
に加え、令和7年度はイベント等の場で啓発活動や
受診勧奨を行います。がん検診の利便性のため、引
き続き集団検診の子宮頸がん検診と乳がん検診（マ
ンモグラフィ検査）を同日に受けられる日を設けま
す。精密検査対象者となった方が確実に医療に繋が
るよう、個別通知や電話による受診勧奨を行い、精
密検査受診率のさらなる向上に努めます。がん検診
の対象者だけでなく幅広い世代にがんに関する知識
を普及するため、健康教育も引き続き実施します。

相談者等の希望により、オンラインまたは対面
型の相談会を行いました。

A

住替え等について、広報及びホームページにより周知
に努め、年に複数回「高齢者住み替え相談会」を開催し
ます。なお、相談会については、オンライン及び対面式
の相談会を開催します。

相談者等の希望により、対面型の相談会を行いま
した。

市民活動推進センターと連携し、市民活動団体
への支援を行うことを通じ、地域交流の推進に
努めました。

A
引続き、市民活動推進センターを通じ、高齢者等の地
域交流のきっかけとなるような市民活動団体の支援及
び情報発信に努めます。

市民活動推進センターを通じ、高齢者等の地域交
流のきっかけとなるような市民活動団体の支援及
び情報発信を行ったほか、市民活動団体と自治会
等との交流会を実施するなど、地域交流の推進に
努めました。

A
計画期間内において、市民活動推進センターを通
じ、地域交流を推進することができました。

令和５年度は新規４か所の高齢者ふれあいの
家が開設され、市内３２か所で延５，６９９回の
開催があり、延７０，８６１人の方の利用がありま
した。

A
「高齢者ふれあいの家」のPRや新規開設に向けた周知
に努めます。また、老人クラブのPRに努めます。

令和６年度は新規２か所の高齢者ふれあいの家が
開設され、市内３３か所で延５，７１６回の開催があ
り、延７２，４３４人の方の利用がありました。

A

「高齢者ふれあいの家」のPRや新規開設に向けた周
知に努めたことにより、新規開設や利用者が増加し
ました。今後も高齢者ふれあいの家や老人クラブの
PRに努めます。

A

「筋力アップ教室」やフレイル予防教室の開催をする
ことで、介護予防について多くの方に周知をすること
ができました。今後も継続して、普及啓発に努めま
す。

「筋力アップ教室」（全３日）を７コース実施し延３
２８名（男性７７名、女性２５１名）参加しました。
高齢者ふれあいの家等で開催したフレイル予防
教室では男性延１，６１３名、女性延３，８７４名
の参加がありました。

A

介護予防教室（「筋力アップ教室」）を（全３日）７コース
開催し介護予防の普及啓発に努めます。フレイル予防
教室を高齢者ふれあいの家等高齢者の集いの場で開
催します。

「筋力アップ教室」（全３日）を７コーズ実施し、延
483名（男性114名、女性369名）が参加しました。高
齢者ふれあいの家等で開催したフレイル予防教室
では,男性延べ1,277名、女性3,455名の参加があり
ました。

男女ともに生涯を通
じた健康支援を行い
ます

高齢者等が家に閉じ
こもらず地域に出て
活動をする地域交流
を推進します

60

高齢者支援課

男女ともに介護予防
に対する理解や興味
を促進する機会を設
けます

コミュニティ課

高齢者支援課

事業内容

健康増進課

担当課

施策の方向　③生涯を通じた健康づくりへの支援及び健康についての情報提供

建築住宅課
高齢者の住替えや若
い世代の市内への移
住を支援します
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64

65

66

結核肺がん検診で健康イベントを行い、体組成
計を使用しての測定結果をもとに健康相談を行
いました。健康相談は各種集団検診時に実施
し、来所、電話等での個別健康相談も実施しま
した。

A
各種事業や来所、電話等での個別相談を実施していき
ます。

結核肺がん検診で健康イベントを行い、体組成計
を使用しての測定結果をもとに健康相談を行いまし
た。また、市内商業施設で行った健康イベントで
は、血管年齢測定や、簡易推定野菜摂取量測定の
結果をもとに健康相談を行いました。健康相談は
各種集団検診時に実施し、来所、電話等での個別
健康相談も実施しました。

A

結核肺がん検診時や、商業施設で健康イベントを行
うなど、健康相談の機会を増やしました。令和7年度
以降も、がん検診時や健康イベントなど健康相談を
行う機会を設け、各種事業の際や、来所、電話等で
の個別健康相談も実施します。

健康増進課A

国の指針に則り、がん検診や特定健診を実施しまし
た。令和7年度以降も検（健）診を実施し、生活習慣
病等の予防、早期発見に努めます。多くの方に受診
してもらうため、イベントでの啓発活動や受診勧奨を
引き続き行います。

乳幼児健診時を利用し、乳房を意識する生活習
慣について啓発しました。また、骨粗しょう症検
診では健康教育や個別の健康指導も同時に行
い、知識の普及、予防啓発に努めました。

A

母子保健事業の際に配布物を活用し、保護者へ検診に
ついての啓発を行い、正しい最新の情報を健康教育や
健康相談時に提供します。引き続き、骨粗しょう症検診
にて健康教育を行い、知識の普及、予防啓発に努めま
す。

母子保健事業の際にチラシを配布し、保護者へが
ん検診の重要性について啓発を行いました。また、
カルシウムチェックを行うことで、骨粗しょう症予防
の啓発を行いました。健康教育や健康相談時にが
ん検診に関する情報を提供しました。骨粗しょう症
健診では、健康教育、指導を行い、知識の普及、
予防啓発に努めました。

A

健康相談を実施しま
す

各種がん検診及び生
活習慣病予防のため
の特定健康診査を実
施します

HIV／エイズや性感
染症に関する正しい
情報を提供します

女性の健康に関する
正しい知識、情報の
提供を行います

国の指針に則り、がん検診や特定健診を実施
し、病気の予防、早期発見に努めました。広報
への掲載、イベント時のチラシの配布により市
民の周知を図りました。

A
国の指針に則り、がん検診や特定健診を実施し、予防
に努めます。

国の指針に則り、がん検診や特定健診を実施し、
生活習慣病等の予防、早期発見に努めました。広
報やＬＩＮＥ、イベント時のチラシ配布により市民へ
の周知を行いました。

高校生に向けて健康教育を行いました。性教育
の場で性感染症やHIV/エイズに関しても触れ、
対象者へ正しい知識を伝えました。随時、パンフ
レットの配布を行いました。

A
随時パンフレットの配布や、健康教育を実施し、正しい
知識の普及や啓発に取り組みます。

高校生に向けた健康教育(性教育)の場で、性感染
症やHIV/エイズに関しても触れ、対象者へ正しい
知識を伝えました。

健康増進課

健康増進課

母子事業の場や健康教育、検（健）診の健康相談の
場で女性の健康に関する正しい知識や情報の提供
を行いました。引き続き、母子保健事業や検（健）診
の健康相談の場で女性の健康に関する正しい知
識、情報の提供を行います。

A
随時パンフレットの配布を行い、また、高校生への健
康教育の際に、HIV/エイズや性感染症に関しても触
れ、正しい知識の普及や啓発に取り組みました。

健康増進課
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67

68

69

引き続き、ファミリー・サポート・センター（江戸川台・おお
たかの森）の窓口で周知を図るとともに、研修等を開い
て会員増加に努めます。

活動説明会を8回、基礎研修会を２回開催し、提供
会員の資質向上に努めました。

A

研修等を開いて会員増加に努めた結果、提供会員
が約400人増加しました。引き続き、ファミリー・サ
ポート・センターの窓口で周知を図り、会員増加に努
めます。

認可保育所２園を整備し、受け入れ定員の拡大
を図りました。

A
令和８年度の誰でも通園制度実施に向け検討を始めま
す。

認可保育施設及び幼稚園に対して、実施意向調査
を行いました。
また、こども家庭庁が主催するオンライン説明会に
参加するなど、情報収集に努めました。

A
認可保育所等の整備による受入れ枠の拡大や令和
８年度からの誰でも通園制度の実施の準備等によ
り、子育てサポート環境の充実に努めました。

保育需要に対応するために、認可保育所等を
整備した結果、令和6年4月1日現在、国基準の
待機児童はゼロとなりました。

A 保育需要に応じて、認可保育所等を整備します。
令和6年度に新たに整備した認可保育所等はあり
ませんが、令和7年4月1日現在、国基準の待機児
童ゼロを達成しました。

A
保育需要に応じた認可保育所の整備を行い、令和3
年4月1日に初めて国基準の待機児童ゼロを達成で
きました。

保育課

C評価C評価B評価 D評価
達成度

（A・B評価/事業数）

必要な情報が得られるよう講座の開催や情報提供を行うとともに、相談体制の充実、周知を行いました。また、認可保育所等の整備により、保育需要
に対応しました。

事業の達成状況と評価

事業内容

保育所待機児童の解
消に努めます

ファミリー・サポート・
センター事業を推進
します

保育課

A評価

令和5年度　実施結果 評価
令和6年度

取り組み内容
令和6年度　実施結果 評価 5年間の総括

活動説明会を8回、基礎研修会を２回開催し、提
供会員の資質向上に努めました。

A

69.6%

0

低年齢児受入れ枠の
拡大、延長保育の拡
大、一時保育の多機
能化を図ります

63.4%

R3

施策の方向　①子育てサポート環境の充実

令和5年度　事業の達成状況と評価

59.8%

1 0 0 100%

A評価 B評価 D評価
達成度

（A・B評価/事業数）

令和6年度　事業の達成状況と評価

R6R4

71.0%

基本的課題 子どもと家庭を地域で支えるしくみづくり

指標
（一覧1８）

流山市は子育てがしやすいまちだと思う保護者の割合

目標
実績

R2

事業の達成状況と評価

64.1%

R5

65.4%

7 0 0 100%

子ども家庭課

担当課

令和3年4月1日から現在に引き続き保育所待機児童ゼロを達成するなどをはじめ、各種相談窓口の設置、国・県等から
情報収集行い、子育てしやすい環境の整備を行いました。

8
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71

No

県等が主催する研修会に積極的に参加し、相
談員の資質の向上を図りました。また、広報な
がれやま等により相談窓口の周知を行いまし
た。

A

県が実施する研修会に積極的に参加し、相談員の専門
性の向上を図るとともに、様々な方に相談窓口や活動
内容の周知が図れるよう、ホームページやSNS等も活
用していきます。

県等が主催する研修会に積極的に参加し、相談員
の資質の向上を図りました。また、広報ながれやま
等により相談窓口の周知を行いました。

A

千葉県が開催する家庭教育支援に係る研修会に毎
年参加し、情報提供等の日常的な支援だけでなく、
専門的な支援として、個別の相談ケースへの対応に
ついて学び、相談員のスキルアップに繋げました。
今後も、県等が主催する研修会に積極的に参加し、
相談員の資質の向上を図ります。
また、広報ながれやまや、転入手続き等で来庁され
た市民に対し、相談窓口の周知を行いました。

A

今後も、国・県からの情報収集に努め、広報やホーム
ページ等での周知や、男女共同参画や働く女性のため
の妊娠・出産の支援に関する情報提供を母子健康手帳
交付時等に提供していきます。

国・県からの情報提供に努め、母子健康手帳交付
時面談や支援を行う際に情報提供を行いました。

A
必要な情報の収集を行い、情報提供を行うことがで
きました。

新型コロナウイルス感染症が5類感染症へ移行
したため、段階的に実習等を再開し、内容を充
実させました。

B

健康教育は、新型コロナウイルス感染症により中止して
いた実習を再開し、人数制限も緩和することで、内容の
充実を図ります。また、健康相談は、随時受付し体制を
継続します。

実習を再開し、より充実した内容の健康教育を実
施することができました。
健康相談についても、随時受付し、相談を希望する
方に対応できるよう努めました。

A

健康教育は新型コロナウイルス感染症により、中止
や内容変更を行い実施した期間もありましたが、再
開し実施することができました。充実した内容の健康
教育を実施できるよう引き続き努めます。
健康相談についても随時受付する体制を継続しま
す。

評価 5年間の総括

施策の方向　②母子保健の充実

事業内容

70

企画政策課

子ども家庭課

広報や市ホームページ等で、特に新型コロナウ
イルス感染症に関する母性健康管理措置に関
する情報提供に努めました。

施策の方向　③各種相談体制の充実と周知

72

担当課

担当課

健康増進課

健康増進課

一人ひとりの悩みに
応じた相談ができる
よう、各種相談体制
の充実と周知を行い
ます

母子保健に関する健
康相談、健康教育の
充実を図ります

働く女性のための妊
娠・出産の支援に関
する情報の収集と提
供を行います

令和5年度　実施結果 評価
令和6年度

取り組み内容
令和6年度　実施結果事業内容

A
国・県からの情報収集に努め、広報や市ホームページ
等で、男女共同参画や働く女性のための妊娠・出産の
支援に関する情報提供を行います。

国・県からの情報収集に努め、広報や市ホーム
ページ等で、男女共同参画や働く女性のための妊
娠・出産の支援に関する情報提供を行いました。

A

国・県からの情報収集に努め、広報や市ホームペー
ジ等で情報提供を行いました。また、講座や「女性の
生き方相談」を通して、必要な情報を相談者へ提供
しました。

令和5年度　実施結果 評価
令和6年度

取り組み内容
令和6年度　実施結果 評価 5年間の総括

国・県からの情報提供に努め、母子健康手帳交
付時面談や支援を行う際に情報提供を行いまし
た。
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年間を通じて、気軽に子育ての悩みを相談出来
る場として「子育てサロン」を各公民館で実施し
ました。また、育児に不安な０歳児の母親を対
象とした「子育てママのセミナー」を全６公民館
等で計１８回実施しました。また、双子、三つ子
の育児を行っている方を対象とした「さくらんぼく
らぶ」を計３回実施しました。

A

乳幼児のお子さんとその保護者を対象とした「子育てサ
ロン」や、生後２カ月～１１カ月のお子さんとその保護者
を対象とした「子育てママのセミナー」、３歳未満の双
子・三つ子とその保護者、双子・三つ子を妊娠中の方を
対象とした「さくらんぼくらぶ」等、その場で助産師・保健
師・栄養士などに子育ての悩みを相談でき、かつ子育
て中の親子が交流できるような事業を開催します。

年間を通じて気軽に子育ての悩みを相談できる場
として「子育てサロン」を各公民館で実施しました。
また、育児に不安な0歳児の母親を対象とした「子
育てママのセミナー」を全6公民館等で計18回実施
しました。また、双子、三つ子の育児を行っている
方を対象とした「さくらんぼくらぶ」を計3回実施しま
した。

A

年間を通じて気軽に子育ての悩みを相談できる場と
しての「子育てサロン」や育児に不安な０歳児の母親
を対象とした「子育てママのセミナー」、３歳未満の双
子・三つ子の育児を行っている方を対象とした「さくら
んぼくらぶ」を実施しました。
引き続き、その場で助産師・保健師・栄養士などに子
育ての悩みを相談でき、かつ子育て中の親子が交
流できるような事業を開催していきます。

72

一人ひとりの悩みに
応じた相談ができる
よう、各種相談体制
の充実と周知を行い
ます

公民館

40



No

73

74

No

75

女性消防部と単身高齢者世帯防火診断を１６件
実施しました。

A
女性消防部が主体となり、自治会の回覧や市ホーム
ページ等を活用し、希望された７０歳以上の単身高齢者
を対象に防火診断を実施します。

女性消防部と単身高齢者世帯防火診断を５件実施
しました。

C

令和４年度から単身高齢者世帯の防火診断を希望
者に対して通年を通して実施してきました。
女性消防部が主体となって実施するため、女性消防
部との連携を深める必要があります。

防災会議では女性委員からの意見をもとに、DV
対策などの意見を地域防災計画に反映しまし
た。

B
防災講座や地域の防災訓練での女性の参画を促しま
す。

防災訓練では女性や多様性に配慮した訓練を取り
入れました。

B
防災訓練の際に、女性や多様性に配慮した訓練内
容を取り入れるなど、取り組んできました。

28.2% 25.0%

37.0%

指標①
（一覧１９）

30.0%

R2

住民向けの防災講座では、女性の参画につい
て呼びかけを行いました。

B
防災講座や地域の防災訓練等を通じて、防災活動にお
ける女性の参画の重要性の周知に努めます。

防災講座や地域の防災訓練等を通じて、防災活動
における女性の参画の重要性の周知に努めまし
た。
市の総合防災訓練においても、参加していただい
た市民団体を通じて女性に参画していただきまし
た。

B
この5年間は新型コロナウイルス感染症の影響によ
り、積極的な防災講話等の活動は難しかったが、で
きる範囲で、女性の参画に取り組みました。

令和5年度　実施結果 評価
令和6年度

取り組み内容
令和6年度　実施結果 評価 5年間の総括

令和5年度　実施結果 評価
令和6年度

取り組み内容
令和6年度　実施結果 評価 5年間の総括

令和5年度　事業の達成状況と評価

指標②
（一覧２０）

防災リーダー研修への女性の参加率

目標

令和6年度　事業の達成状況と評価

R5

-

20.0% 18.8% 25.0%

実績

R6

R3 R4 R5

目標
R2 R3 R4

実績

防災分野における男女共同参画の推進

防災会議の女性委員の割合

基本的課題

防災危機管理課

事業内容

地域防火診断への女
性の参加を促進しま
す

防災活動について、
方針決定過程及び活
動への女性の参画を
促進します

防災危機管理課

防災活動における女
性の参画の重要性に
ついて、防災講話等
を通じて周知します

施策の方向　②防災教育の促進

担当課

施策の方向　①男女共同参画の視点を取り入れた防災対策の促進

事業内容

B評価 C評価
達成度

（A・B評価/事業数）

担当課

単身高齢者世帯防火診断の実施件数が減少等があり達成度としては下がりましたが、女性や多様性に配慮した訓練を
取り入れ、防災活動における女性の参画を積極的に呼びかけました

A評価

事業の達成状況と評価

男女共同参画を勘案した計画作りや単身高齢者世帯防火診断を昨年度に比べて多く実施することで、男女共同参画や多様性の視点を取り入れた防
災対策を図ることができました。

1

C評価A評価 D評価

1 2 0

予防課

0

事業の達成状況と評価

0

B評価

2

D評価

0

達成度
（A・B評価/事業数）

67%100%

22.7% 48.0%

R6

25.0%

-
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No

76

No

77

78

プランの進捗状況を男女共同参画審議会に報告
し、審議会で出た意見を各課にフィードバックしまし
た。研究会を全3回行い、男女にかかわらず多様な
人々への理解促進のため、多様性やアンコンシャ
ス・バイアス、性的マイノリティ等について、情報の
共有やグループ討議を行いました。また、令和７年
度からスタートする第５次男女共同参画プランの事
業内容の検討を行いました。

A

男女共同参画プランについての進捗状況を適宜
確認し庁内で共有しました。職員に対しては、研
修や研究会等を行い男女共同参画推進に向けて
体制の強化を図りました。

新規採用職員研修において、男女共同参画社
会基本法や、男女共同参画の現状と課題等に
ついて説明しました。また、外部講師を招いて全
職員を対象とした、パートナーシップ・ファミリー
シップ制度に関する研修会を実施しました。

A
新規採用職員に男女共同参画社会基本法等の基礎知
識や男女共同参画社会づくりのための課題等について
情報提供します。

新規採用職員研修において、男女共同参画社会
基本法や、男女共同参画の現状と課題等について
説明しました。また、外部講師を招いて全職員を対
象とした、「女性を取り巻く最新の社会情勢及び男
女共同参画に必要な認識」について研修会を実施
しました。

A
毎年、推進本部研究会や職員研修を実施するこ
とで、男女共同参画推進に向けて情報提供を行
い、職員の理解促進に努めました。

0

施策の方向　①プランの推進状況の進行管理

事業内容

令和４年度の事業実績及び評価について男女共同参画審議会で報告し、いただいた意見を各課にフィードバックしました。庁内推進体制として、男女
共同参画や多様性の理解促進に向けて庁内掲示板への配信や男女共同参画推進本部研究会を実施しました。男女共同参画啓発事業や相談業務に
ついては民間団体に委託し、協働で実施することができました。

08 0 0 0 100% 8 0 100%

事業の達成状況と評価

男女共同参画や多様性の理解促進に向けて、庁内への研修会や情報周知を行うとともに、関係機関や民間団体等と
連携することができました。

事業の達成状況と評価

担当課令和5年度　実施結果 評価
令和6年度

取り組み内容
令和6年度　実施結果 評価 5年間の総括

令和5年度　事業の達成状況と評価

C評価A評価 B評価 C評価 D評価
達成度

（A・B評価/事業数）

令和6年度　事業の達成状況と評価

A評価 B評価 D評価
達成度

（A・B評価/事業数）

Ⅳ　プランの推進体制の充実

基本的課題 プランの進行管理

指標
（一覧２１）

第４次プラン事業の達成度

目標
実績

R2 R3 R4 R5 R6

100% 78.0% 86.9% 92.7% 92.2% 89.3%

基本的課題 推進体制の強化

施策の方向　①庁内推進体制の充実

事業内容

企画政策課

企画政策課

担当課

男女共同参画プラン
を推進します

企画政策課

庁内推進体制をより
一層強化します

市職員に男女共同参
画社会基本法の周知
を図ります

第４次男女共同参画プランにおける令和4年度
の事業実績を取りまとめました。推進状況は男
女共同参画審議会で報告し、市ホームページで
も公表しました。

A

取り組み内容に必要な予算を計上できるよう、翌年度
の予算策定時期にプランの事業予定について庁内に照
会し、年度終了後に事業の推進状況の検証を行いま
す。

第４次男女共同参画プランにおける令和５年度の
事業実績を取りまとめました。推進状況は男女共
同参画審議会で報告し、市ホームページでも公表
しました。

A

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策で、予
定通り実施できなかった事業等はありましたが、
事業担当課においてオンラインで行う等工夫し進
めていくことができました。

令和5年度　実施結果 評価
令和6年度

取り組み内容
令和6年度　実施結果 評価 5年間の総括

プランの進捗状況を男女共同参画審議会に報
告し、審議会で出た意見を各課にフィードバック
しました。研究会を全3回行い、男女にかかわら
ず多様な人々への理解促進のため、多様性や
アンコンシャス・バイアス、性的マイノリティ等に
ついて、情報の共有やグループ討議を行いまし
た。

A

男女共同参画審議会でプランの進捗状況を報告し、頂
いた意見を庁内で共有し、推進体制の強化に努めま
す。全職員が男女共同参画の視点をもって業務を行う
よう適宜庁内向けに通知し、研究会等を通して意識の
啓発を図ります。
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自治大学校第１部・第２部特別課程及び千葉県
自治研修センターが実施する女性活躍推進研
修にそれぞれ１名を派遣しました。
また、企画政策課と連名で市職員向けの男女共
同参画に関する研修を実施し、69名の参加があ
りました。

A
男女共同参画に関する研修等の充実を図り、職員の参
加を促していきます。

自治大学校第１部・第２部特別課程及び千葉県自
治研修センターが実施する女性活躍推進研修にそ
れぞれ１名を派遣しました。
また、企画政策課と連名で市職員向けの男女共同
参画に関する研修を実施し、64名の参加がありま
した。
令和６年度は、ダイバーシティ研修を実施し、23名
の参加がありました。

A

計画どおり、女性職員の外部研修への派遣、男
女共同参画に関する研修等を行いました。引き続
き、男女共同参画に関する研修等の充実を図り
ます。

人材育成課
市職員への男女共同
参画に関する研修等
の充実を図ります
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80

No

81

82

83

男女共同参画啓発事業を民間団体に委託し、協働で実
施します。男女共同参画審議会では、有識者や団体を
代表する者、公募市民から男女共同参画施策について
広く意見を取り入れます。また、他自治体とも随時情報
共有や先行事例の参考などの連携を図ります。

男女共同参画啓発事業と相談業務をNPO法人
パートナーシップながれやまに委託し、協働で実施
しました。男女共同参画審議会では有識者と公募
市民から広く意見を取り入れました。他自治体の男
女共同参画部局とも随時情報共有を図りました。

A

男女共同参画啓発事業を民間団体に委託し、協
働で広く市民に向けた事業を実施しました。令和2
年度は、新型コロナウイルス感染の影響で講座
等の実施が制限されましたが、検温や消毒など
蔓延防止措置を徹底しながら、啓発講座等の継
続に努めました。令和6年2月に開始した「パート
ナーシップ・ファミリーシップの届出制度」について
は、医療機関、不動産会社等広く周知し協力を求
めました。県内や全国の一部の自治体とも連携を
図り、制度利用者の負担軽減に努めました。ま
た、男女共同参画審議会においても、有識者や
団体を代表する者、公募市民から男女共同参画
施策についての意見を取り入れました。

A
固定的性別役割分担意識にとらわれない、イラス
トデザイン集の活用を庁内に周知し、広報業務に
おける表現への配慮に努めました。

令和5年度　実施結果 評価
令和6年度

取り組み内容
令和6年度　実施結果 評価 5年間の総括

国、県、市民、団体、事業者等からの情報収集
に努め、内容に応じて、広報や市ホームページ
への掲載やチラシの配架、SNSを利用した情報
発信等、広く市民への周知を図りました。

A
国・県等からの情報収集と周知に努めるとともに、市民
や市内外の団体からも多様な情報を収集し、必要に応
じて業務や施策の参考とします。

国、県、市民、団体、事業者等からの情報収集に
努め、内容に応じて、広報や市ホームページへの
掲載やチラシの配架、SNSを利用した情報発信等、
広く市民への周知を図りました。

A

国、県等からの情報収集に努め、県内自治体とも
情報交換等を行いました。また、令和６年度は、
パートナーシップ・ファミリーシップの届出制度に
ついて、県内及び全国の一部の自治体と連携し、
利用者の負担軽減を図りました。必要に応じて、
市ホームページや広報等で、市民等への情報提
供を行いました。

令和5年度　実施結果 評価
令和6年度

取り組み内容
令和6年度　実施結果 評価 5年間の総括

国・県等からの情報取集に努め、内容に応じ
て、広報や市ホームページへの掲載やチラシの
配架、SNSを利用した情報発信等、広く市民へ
の周知を図りました

A
国・県等からの情報収集に努め、内容に応じて広報や
市ホームページ、掲示板等により、市民や職員へ情報
提供します。

国・県等からの情報取集に努め、内容に応じて、広
報や市ホームページへの掲載やチラシの配架、
SNSを利用した情報発信等、広く市民への周知を
図りました

A

国、県等からの情報収集に努め、県内自治体とも
情報交換等を行い、必要に応じて市ホームペー
ジや広報等で、市民等への情報提供を行いまし
た。

事業内容

施策の方向　②国、県等からの情報収集

事業内容

施策の方向　③国、県、市民、団体、事業者など多様な機関との連携

男女共同参画に関す
る情報の収集と提供
を行います

企画政策課

企画政策課

企画政策課

企画政策課

担当課

市民や事業者、民間
団体、他自治体等と
の協働と連携を図り
ます

男女共同参画に関す
る情報の収集と提供
を行います

国の「広報ガイドライ
ン」の活用を図ります

６月２日に実施した市民向けの情報紙編集講座
でも、啓発を行いました。

A

国の「男女共同参画の視点からの公的広報の手引」の
活用を図ります。また、イラストデザイン集の活用など、
広報業務における固定的役割分担意識に捉われない
表現への配慮に努めます。

内閣府男女共同参画局のホームページに掲載さ
れている男女共同参画に係るフリーイラスト素材に
ついて、必要に応じて庁内に周知しました。

男女共同参画啓発事業と相談業務をNPO法人
パートナーシップながれやまに委託し、協働で
実施しました。男女共同参画審議会では有識者
と公募市民から広く意見を取り入れました。他自
治体の男女共同参画部局とも随時情報共有を
図りました。

A

担当課
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